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〈研究ノート〉

ルソーのアソシアシオン論とマルクスのアソシエーション論
―マルクスは、ルソーから何を発見したか―

野 口 敏 夫

は じ め に

現代の資本主義社会は、巨大な社会的生産力を制御で
きずに、グロバリゼーション下での一部富裕層への富の
集中と世界的規模での貧困化と格差の拡大、CO2増大に
よる温暖化や大気汚染などの環境破壊などが露呈し、そ
の行き詰まりは誰が見ても明らかであり、さらにはソ
連・東欧の 20 世紀の⽛現存社会主義⽜の崩壊する中で、
資本主義社会の進むべき方向性が見出せず、政治的・経
済的な混乱がますます拡大しているのが現状である。
そのような中で、マルクスの社会変革論、未来社会論
として⽛アソシエーション⽜をキーワードとした社会把
握の理論構築が改めて、さまざまな論者1によって展開
されている。これらの諸理論は、マルクスの未来社会論
に立ち返り、現代の資本主義社会の到達点を解明し、⽛現
存社会主義⽜社会とは異なる、21 世紀の資本主義社会か
らの発展過程である未来社会の理論＝思想に大きな影響
を与えるであろう。今後さまざまな視点からアソシエー
ション論をめぐる多くの論争が展開され、深められるこ
とは明らかである。
そこで、以下の問題意識、研究課題、方法に基づき、
近代社会を切り開いた二人の思想家である 18 世紀のル
ソーのアソシアシオン論と 19 世紀のマルクスのアソシ
エーション論を、先行研究に学び、整理していく。

⚑．問題意識
第⚑に J.J. ルソーは 18 世紀に人民主権を唱え、国家
論（国法の諸原理）の根幹で、アソシアシオン論を⽝社
会契約論⽞で展開し、結社形態＝結合の一形態による各
人の自由意思にもとづく社会の成立を呼びかけている。
また、マルクスも、資本主義的生産様式の中から自由な
諸個人がアソーシエイトした社会を産み出していくとい
う理論を展開している。両者には、アソシアシオン＝ア
ソシエーションという共通の概念で社会システムを論究

しているので、両者の内容的な共通点や差異を明らかに
してみたい。
第⚒に、前項と関連するのであるが、若きマルクスは、
1843 年にルソーの⽝社会契約論⽞の抜粋を⽛クロイツナ
ハノート⽜として書き記している。マルクスが書いた抜
粋ノートを読み取ることによってルソーの⽝社会契約論⽞
から何を学び取り、マルクスの理論形成にどのように生
かされているかを探究していく。
以上のような問題意識のもとに研究の課題を次のよう
に設定した。

⚒．研究課題
第⚑に、ルソーのアソシアシオン論を⽝社会契約論⽞
をもとに整理するとともに、ルソーの国家論（国法論）、
人権論の中にどのように位置づけられているのかを明ら
かにする。
第⚒に、マルクスのアソシエーション論を未来社会論
として資本主義的生産様式の内部の中に位置づけられて
いることをとらえる。マルクスが資本主義的生産様式の
中から発見した新しい社会＝アソシエーションがどうい
う社会の萌芽なのか、その主体であるべき⽛アソーシエ
イトする諸個人⽜とはいかなる人格なのかを追究してみ
たい。
第⚓に、マルクスは先行するルソーのアソシアシオン
論から何を見出し、何を批判的に取り入れて、自らのア
ソシエーション論をより豊かな内容にしていったのかを
明らかにしていきたい。
以上の課題を追究するに当たって、筆者が取った方法
は以下のとおりである。

⚓．研究及び叙述の方法
第⚑に、ルソー、マルクスのいずれをも論じるにあたっ
ては、変革の視点に立って確立されるであろう社会を想
定して述べていく。ルソーは、18 世紀の封建制の解体か
ら近代社会＝資本主義社会の確立にあたっての国家のあ
りよう、人民主権の果たす役割について言及している。
また、マルクスは、資本主義社会の徹底した分析から、
新社会（従来の社会主義社会、共産主義社会）への発展
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1主な論者としては、田畑稔氏、大谷禎之介氏、小松善雄氏、田中
清助氏、秋葉節夫氏などがいる。各論者の著作については巻末
の参考文献欄に掲載しておく。



過程について⽛アソシエーション⽜概念を用いてその移
行過程と来たるべき新社会の本質を展開している。そこ
で、⽛アソーシエイトした労働⽜、⽛アソーシエイトした諸
個人⽜、⽛アソシエーション⽜等の概念をキーワードにし
て、資本主義的生産様式からアソシエーション社会がど
のようにして産み出されるかを追跡して、マルクスのア
ソシエーション論を整理していく。
ルソー、マルクスの理論的接点を明らかにし、ルソー
のアソシアシオン論がどのようにマルクスのアソシエー
ション論に影響を与え、マルクスのアソシエーション論
がどのように確立したのかを明らかにししたい。
第⚒に、ルソーの思想は、政治哲学、宗教哲学、教育
論、小説、自伝等、幅広く奥が深く、国家論（国法論）、
人民論を理解するうえでは、いずれも重要であるが、筆
者の能力もあり、国家論、人権論の文献である⽝社会契
約論⽞、⽝人間不平等起源論⽞に限定して取り上げること
にする。
第⚓に、マルクスのアソシエーション論については、

⽝資本論⽞草稿が書かれ、⽝資本論⽞第⚑部が刊行した中
期マルクスともいうべき 60 年代前後を中心とした文献
を取り上げる。したがって、マルクスのアソシエーショ
ン論に影響を与えたであろうサン・シモン、フーリエ、
シャルル・フーリエ、ロバート・オーエン等々の初期社
会主義者2については基本的に本論では言及しない。
但し、ルソーの⽝社会契約論⽞との関連で⽝クロイツ
ナハノート⽞を書いた 1843 年の⽝ヘーゲル法哲学の批判
から ヘーゲル国法論の批判⽞については簡単にふれ、
⽝ユダヤ人問題によせて⽞は諸説をもとに検討する。

【注】本論文について、次のことを確認する。
・邦訳はルソーの⽝社会契約論⽞については作田啓一訳（白
水ブックス）を使用し、岩波文庫版、光文文庫版も参考に
した。⽝人間不平等起源論⽞については、本田喜代治・平岡
昇訳（岩波文庫）を使用した。なお、volonté générale、
volonté particuliéres、volonté de tous は、それぞれ一般意
思、特殊意思、全体意思の訳語を採用にした。同様に vo-
lonté の訳語は、⽛意志⽜ではなく、⽛意思⽜を使用する。

・マルクスの邦訳は、⽝資本論⽞については新日本出版社版を、
その他は⽝マルクス・エンゲルス全集⽞（大月書店）を使用
した。なお、⽝クロイツナハノート⽞はまだ邦訳がないので、
MEGA第⚒部門第⚒巻を使用した。訳は、マルクスが抜粋
際に除いた箇所は省略し、上記の作田訳を用いた。

・訳出に当たっては、いずれも筆者が変更した箇所がある。
・ルソーの⽝社会契約論⽞その他の文献の講読に当たっては、
小林淑憲教授のご指導を受けた。また、さまざまなルソー
の文献や関連する論文を紹介していただいた。

・マルクスのアソシエーション論については、神山義治教授
のご指導を受けた。また、ルソーとマルクスの関連につい
て貴重なご教授を受けた。

Ⅰ．ルソーのアソシアシオン論

⚑．⽝社会契約論⽞における国家論及び人権論
ルソーはアソシアシオン論を⽝社会契約論⽞の中で数
多く展開しており、アソシアシオンは重要な概念として
使用されている。ここでは、ルソーのアソシアシオン論
に入る前に、⽝社会契約論⽞の概要をルソーのアソシアシ
オンに関連させて紹介する。⽝社会契約論⽞においてル
ソーの国家論、国法の諸原理、人権思想について明らか
にすることは、ルソーのアソシアシオン論を理解するう
えでたいへん重要に思われる。
⑴ 人民が自由を獲得する根拠と社会
第⚑篇第⚑章の冒頭は⽛人間は自由なものとして生ま
れたが、しかもいたるところで鉄鎖につながれている⽜
という文で始まり、第⚑篇の主題について、⽛社会秩序は
神聖な権利⽜であり、この権利は自然から生まれるもの
ではなく、⽛いくつかの約束にもとづく⽜ものであり、⽛こ
れらの約束がどんなものかを知る⽜ことであると述べて
いる3。
ルソーは、人間は生まれながらにして自然状態で自由
を獲得しているが、自然状態のままでいると、⽛自らの利
害を最優先するため、人と人の関係では争いが起き、国
家間では戦争が起きる⽜と考え、さらに未開人から脱出
して文明人になると、⽛冶金と農業とは、その発明によっ
てこの大きな革命を生みだした二つの技術であった。人
間を文明化し、人間を堕落させたものは、詩人からみれ
ば金と銀とであるが、哲学者からみれば鉄と小麦とであ
る4⽜ととらえ、ヨーロッパの文明化が人間を道徳的に堕
落させ、私有と不平等をはびこらせ、政治社会を崩壊さ
せると考えたのである。そこで、⽛人間は新しい力をつ
くりだすことはできず、現に持っている諸力を結びつけ、
方向を与えることができるだけであるから、生き残って
ゆくために、障害の抵抗に打ち勝てるようにみなが集
まって諸力の総和をつくりだし、これらの力をただ一つ
の原動力で動かして、共同の活動に向けることしか、他
に方法はない5⽜と断言している。
平田清明氏によると、この文章は⽛ルソーが念頭にお
いた市民社会の商品経済社会としての予感6⽜の表現で
あり、社会における⽛力の総和⽜とは、多数者の協力に
おいてのみ生まれるものであり、⽛商品生産社会の生産
力の総体⼧＝⼦社会的な分業にもとづく社会的な協業力⽜
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2⽝資料イギリス初期社会主義 オーエンとチャーティズム⽞都築忠七
編、平凡社、1975 年、参照。
⽝アソシアシオンの想像力 初期社会主義思想への新視角⽞⽛社会思想
史の窓⽜発刊会編、平凡社、1989 年、参照。

3ルソー⽝社会契約論⽞、P12。
4ルソー⽝人間不平等起源論⽞、P96-97。
5ルソー⽝社会契約論⽞、P26-27。
6平田清明⽛J.J. ルソーの社会契約論―市民社会（再）形成の法理―⽜
八木紀一郎・大町慎浩編⽝市民社会思想の古典と現代⽞有斐閣
1996 年、P26-27。



なのである。以上のことについて、親の代からの時計職
人であったルソーは、来るべき市民社会が商品経済社会
を現実の協業や分業を通して感じとっていたのであろ
う。
そこで、ルソーは、個々人の共同の力を政治体に結合
させる方法をどうのように描いたのであろうか。
⑵ 社会契約とは何か
上記の総和は多くの人々の協力によってしか成し遂げ
ることができない。しかし、各人は自己保存を最優先に
するのであるから、各人が損失なく、配慮の義務を欠く
こともなく、人の生存にとっての第⚑の手段である各人
の力と自由を捧げることができるかである。
ルソーは⽛社会契約⽜を次の言葉であらわす。

⽛各構成員の身体と財産とを、共同の力のすべてを捧げて
防衛し保護する結社形態を発見すること。そして、この結社
形態は、それを通して各人がすべての人と結びつきながら、
しかも自分自身にしか服従せず、以前の同じように自由なま
までいられる形態であること⽜。これこそ根本的な問題であ
り、社会契約がそれに解決を与える。（ルソー⽝社会契約論⽞
P27）〔筆者注 ⽛⚒．ルソーのアソシアシオン論の特徴⑴
②⽝社会契約論⽞における association の使用箇所例⽜⚒と同
文〕

ここで、ルソーのアソシアシオン論の根本問題が端的
に表現され、さらにこの解決策が社会契約であることも
明言されている。社会契約の論理構造は、自発的に各構
成員（de chque associé）つまり諸個人の共同の力のすべ
てを発揮して、各構成員の⽛身体と財産⼧＝公共の福祉を
守るため、結社形態＝結合の一形態を見出すのである。
そこで、各人は自分のすべでのもの（生命と財産）を政
治体に差し出し、無になることで、これらの行為をすべ
ての構成員が同じ条件で行うのですべてが平等になり、
これまでの自然的自由から、一般意思にもとづいて結社
＝社会と契約を結び社会的自由を獲得するのである。
⑶ ルソーの時代のジュネーヴ共和国の身分制社会に
ついて

ルソーは⽝社会契約論⽞の表題に⽛ジュネーヴの市民
J・J・ルソー⽜と書き、1754 年の⽝人間不平等起源論⽞
の冒頭に⽛ジュネーヴァ共和国に捧げる⽜という長文の
献辞を添えている。これらのことからルソーはジュネー
ヴ共和国にたいする並々ならぬ思い入れがあり、と同時
⽝社会契約論⽞ではジュネーヴ共和国の統治論、国家論を
理想的な都市国家として想定して書いている。
ところで、⽝社会契約論⽞の内容に入る前に、18 世紀の
ルソーが活躍したジュネーヴ共和国は、どのような階層
的・身分的社会であったのか。⽝社会契約論⽞がどのよう
な社会上の中で書かれたか、その背景を確認しておく。
小林淑憲氏は、ジュネーヴ共和国の歴史的状況、身分
構造と人口構成、国家構造、身分と国政などについて詳

細に述べている7。そこにはジュネーヴ共和国の現実の
社会像が身分制社会として浮かび上がってくる。

当時のジュネーヴは、国民が自分たちの代表を選出し、代
表が憲法に基づいて議会運営をする比較的規模の大きな、い
わゆる近代国民国家とは著しく異なる。……むしろイタリア
などによく見られる小規模の都市国家に類似するといってよ
い。元来司教都市であったジュネーヴは、周囲を城壁で囲み、
提示に縄文を開閉することで人的・物的流出入を管理してい
た。また周辺の農村を含めた地域において商工業の中心地で
もあった。……。
16 世紀前半、ジュネーヴは、それまで司教都市としての地

位、およびそれと密接な関係であったサヴォア公の影響下か
らの離脱・独立を達成し、その後対内的には、独立国家とし
て、カルヴァン等による内政改革を経験した。対外的には、
……スイスの諸都市との関係強化に努めていた。経済・商業
の面では、伝統的な時計製造業が盛んに営まれている傍ら、
金融・銀行業を営む者も 18 世紀初頭から次第に増え、ジュ
ネーヴはフランスの⽛領土外銀行⽜とさえ呼ばれていた。
……。
ジュネーヴは独立国家であったとはいえ、周囲を大国に取

り囲まれた弱小国に過ぎない。とりわけカトリック国のフラ
ンスは、プロテスタンティズムの発信地であるジュネーヴを
常に警戒し、例えば後述する内乱に際して、チューリヒやベ
ルンなど、スイスの他の有力都市とともに、その内政に容喙
することもあった。……。
人々の身分は五つ分かれていた。すなわち、公民

（Citoyen）、ブルジョワ（Bourgeois）、出生民（Natif）、居住民
（Habitant）、服従民（Sujet）である。主要な官職に就く権利
を享受する公民たる資格は、公民またはブルジョワの子とし
てジュネーヴの城壁内に生まれた者のみに与えられた。した
がってたとえ公民の息子であっても、城壁外で生まれた者は
ブルジョワとされた。ブルジョワは、参事会が発行するブル
ジョワ証書（Lettre de Bourgeoisie）を購入することによって、
あらゆる種類の商売を営む権利を享受し、かつ総会に出席し、
投票する権利を与えられた。ブルジョワの身分は裁判によっ
て剥奪される場合以外に失われることはない。公民とブル
ジョワとの決定的な相違点は、公民がジュネーヴの主要な官
職に選出される資格を有しているのに対して、ブルジョワに
はそのような資格は与えられていなかった点である。出生民
とは居住民の子で、かつジュネーヴ国内で生まれた者を指す。
居住民とは、ジュネーヴに居住する権利を買った外国人であ
る。服従民の多くは、ジュネーヴの支配の及ぶ地域の農民、
偶然ジュネーヴにやってきた流民、傭兵等を指す。
これら五つの身分はまた、以下の三つの階層に区分にし直

すこともできる。すなわち、貴族（Patricat）、ブルジョワジー、
下層民である。貴族は、少数の公民の家系からなる永続的な
寡頭政によって、実質的にジュネーヴを支配していた人々で
ある。つまり古代共和政ローマと同様に、公民の中でも支配
層に属する人々を⽝貴族⽞と呼んでいた。ブルジョアジーは、
貴族に含まれない公民とブルジョワとからなり、総会に出席
する権利をもった者である。彼らの多くは時計職人であっ
た。下層民は、出生民、居住民、服従民から、彼らは如何なる
政治的権利も享受せず、その経済的権利も極めて制限されて
いた。
当時のジュネーヴの総人口は、20000 から 25000 人と推定

され、このうち 1500 名前後の成人男子が（25 歳以上の家長）
の公民及びブルジョワが総会（le Conseil Général）を構成す
る。総会の権限は、立法、宣戦・講和、同盟、課税等の承認、
主要な為政者の選挙等の諸事項である。しかしながら、総会
は後述する二百人会（le Conseil des Deux -Cents, ou le
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7小林淑憲⽛⽝社会契約論⽞は普遍理論だろうか？⽜⽝北海学園大
学学園論集⽞第 132 号（2007 年⚖月）、北海学園大学経済学部、
P37-39。



Grand Conseil）によって付託された事項の外は、如何なる事
項も決議し得なかった。……。二百人会は、1738 年以降は
250 名の公民及びブルジョアによって構成されていた。二百
人会の権限は、特赦、貨幣鋳造、民事訴訟第二審理、官吏の候
補者名簿を後述の参事会に提出すること、国家のために有益
であることと判断された意見を参事会への提出等であった。
しかし、二百人会もまた、参事会によって付託された事項の
み決議した。さらにこの 250 名の構成員は、1768 年間では全
員が参事会によって選出されていた。
参事会（le Peit Conseil）は、別名 25 人会（le Conseil des

Vingt-Cinq）といい、その名のとおり、終身の 25 名の公民に
よって構成されていた。欠員が生じた場合には、自ら⚒名の
候補者を立て二百人会に選挙させた。参事会の権限は、民
事・刑事双方訴訟の最終審を審理し、死刑の宣告及び執行、
産業の統制、ブルジョア証書の発行等を行った。参事会の中
には、任期一年の⚔名の市長（Syndic）が含まれる。市長の
再選には⚔年の期間をあけなければならない。この⚔名の市
長は、参事会が予め八名の候補者から、総会が通常毎年二月
に選挙した。彼らは行政の全ての部署に参加し、とりわけ主
席市長（le premier syndic）は、総会、二百人会、参事会の議
長を兼任した。これらの主要な評議会に加えて、六十人会（le
Conseil des Soixantes）は、参事会の 25 名と二百人会から選
出された 35 名とからなり、外交的事項と国家機密に関わる
事項とに関して審議する臨時の評議会である。……。以上の
いわば世俗的評議会の他に、正当教義と習俗を監督する宗務
局（la Consistoire）が存在した。その構成員はジュネーヴの
牧師（pasteur）と、⚔名の市長を含む俗人とからなる（注
以下参考文献が記載されているが省略する）。

以上のように記述されており、ジュネーヴ共和国の外
観、及び共和国内の身分制度、国家の行政組織が明らか
になってくる。そこで、改めて整理することにする。
第⚑に、ルソーの時代のジュネーヴ共和国は、⚕つの
身分から構成される社会であり、また、国家全体として
は、名門といわれる少数の特権的な家系による寡頭支配
が行われていた。高々 275 名程度の人々が市長、参事会、
二百人会の構成し、多くの重要な行政権限と人事権を有
していることを見ても明らかである。
第⚒に、人民と呼ばれ、主権（立法権）を有している
のは、市民（citoyen）、ブルジョワという身分層で、25 歳
以上の成人男子に限られている。その家族である女性は
含まれず、他の身分、居住民、出生民、隷属民には国政
に関与する権利などは全く与えられていない。人口比率
で見れば、ジュネーヴの総人口は 25000 人前後であり、
人民と呼ばれ、主権を有している人々は 1500 人程度で
ある。主権者は極々少数者であるのが実態である。
しかし、1760 年代までは、市民（citoyen）、ブルジョワ
と居住民、出生民、隷属民との直接的な利害対立が顕著
化していなかったようである8。居住民、出生民、隷属民
などの政治的、経済的な自立が望める段階に達していな
かったのである。

第⚓に、しかしながら、封建制が商業や工業の発展に
伴い人格的依存関係が徐々に解体し、絶対的な権力を
持っていた国王や領主、キリスト教の宗教勢力、貴族な
どが衰退する中で、国政に関わってきた市民（citoyen）
や資本主義勃興の担い手である商工業者（ブルジョワ）
が自由と平等を掲げ、民主主議の獲得をめざして徐々に
立ち上がっていく姿を反映しているのである。近代社会
の確立と資本主義的生産の生成期・確立期におけるブル
ジョワが社会の担い手としての発展と勝利を迎える社会
であり、さらに自分の足で立つ独自的な資本主義的生産
様式の真の担い手である労働者階級の誕生と確立までに
はまだ時間を要するのである。
⑷ 主権と一般意思及び権力
⑶では、ジュネーヴ共和国の実態とその背景をみてき
たが、ここからは、ルソーの社会契約にもとづく理想国
家の理念についてみることにする。
ルソーは、⽛一般意思のみが、公共の福祉という国家設
立の目的に従って、国家の諸々の力を指導すること⽜が
でき、⽛社会はもっぱらこの共通の利益にもとづいて統
治されなければならない⽜とし、⽛主権とは一般意思の行
使にほからならないのだから、決して譲り渡すことはで
きない⽜と断言している。また、⽛権力は譲り渡すことも
できよう。しかし、意思はできない⽜とも述べている9。
さらにルソーは、⽛主権は譲り渡すことができないのと
同じ理由で分割もできない⽜と言う。
⑸ 都市国家、共和国、政治体、国家の関係とは、人
民、市民、臣民の関係とは

ルソーは⽝社会契約論⽞第⚑篇第⚖章⽛社会契約にお
いて⽜で、以下の用語をしばしば混同されているので、
整理が必要であるとして取り上げている。

（結社行為（cet acte d ʼassociation）によって）、各々個人が
全ての他者と結びつく形成される公的人格は、かつては都市
〔国家〕（Cité）、今は共和国（République）または政治体（corp
politique）と名づけられている。それが受動的な面でとらえ
られる場合は、その構成員によって国家（Etat）と呼ばれ、能
動的な面でとらえられる場合は、主権者（Souverain）と呼ば
れる。他の同様の公的人格と比べるときは、国（Puissance）
と呼ばれる。構成員いついて言えば、集合的には人民（peu-
ple）という名称を持ち、主権者として参加する個々の単位は
市民（Citoyens）、国家の法に従うものとしては臣民〔＝統治
者〕（Sujets）と呼ばれる。（ルソー⽝社会契約論⽞、P29)

結社行為＝結合行為によって形成された公的人格は、
かつて都市〔国家〕（Cité）、今は共和国（République)＝
政治体（corp politique）と呼ばれ、構成員からは受動的
＝法的秩序の維持の側面としては国家（Etat）、能動的＝
法的秩序の創造の側面としては主権者（Souverain）、他
の同種のものと比べたときには国（Puissance）と呼ばれ
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8川合清隆⽝ルソーとジュネーヴ共和国 人民主権論の成立⽞名
古屋大学出版会、P25-26 参照。なお、川合氏は、本書において
ジュネーヴの歴史的背景やルソーのジュネーヴとの関わりにつ
いて詳細に記述している。 9ルソー⽝社会契約論⽞、P41。



る関係であると、整理している。
構成員については、集合的には人民（peuple）、主権者
として立法に主体的に参加する個々の単位は市民
（Citoyens）、国家の法に義務として従うものとしては臣
民〔＝被治者〕（Sujets）と、呼ばれるのである。つまり、
人民とは、主権者としては市民で、法の義務者としては
臣民である。
また、ルソーは次のように言う。⽛政治の本質は、服従
と自由が合致することであり、⽝臣民⽞と⽝主権者⽞とい
う二つの語は盾の両面を表していて、両者は⽝市民⽞と
いう単一の語によって統合されている10⽜。
⑹ 立法とは何か 立法者、主権者、執行者
ルソーは法とは何かについて、何箇所かで述べている。
ここでは、ルソー自身が⽛法の行為⽜について述べた箇
所を取り上げる。

全人民が全人民に関する法を制定するとき、人民は自分た
ち自身のことしか考えていない。そこで、そのとき、一つの
関係が形成されるにしても、それは、ある見地から見た対象
全体と他の見地から見た対象全体との関係であって、全体の
何らかの分割も起こってはいない。この場合、制定の対象と
される内容は、制定する意思と同じ一般的なものである。私
が法と呼ぶのはこの行為なのである。
私が法の対象はすべて一般的であると言う場合、その意味

するところは、法は臣民〔＝被治者〕を団体として、また行為
を抽象的なものとして考えるのであって、決して人間を個人
として、行為を特殊なものとして考えるのではない、という
ことである。このように、法はこれまでなかった特権をもち
ろん制定してうるが、それは、特定の人を指名して、その人
に特権を与えることはできない。法は市民の階級を数多くつ
くることができ、それぞれの階級に入りうる資格を指定する
ことさえできないが、特定の人がどこへ入るかの許可を、名
指しで与えることはできない。法は王政と世襲制を確立する
ことができても、国王を選ぶことも、王家を指名することも
できない。一言で言えば、特殊な対象に関わる一切の機能は、
立法権には属さないのである。（ルソー⽝社会契約論⽞、
P61-62)

ここでルソーは、人民が法をつくるとき⽛制定の対象
とされる内容は、制定する意思と同じ一般的なもの⽜を
⽛法と呼ぶ行為⽜であると言う。なぜ、法が一般的かとい
うと、法は契約により一般意思にもとづいて人民が制定
したものである。したがって法は一般意思なのだから、
国王を選んだり、王家を指名したりするなどの特殊な行
為は立法権では出来ないと考えるのである。
また、ルソーは政治体を人間の身体に例えて、⽛政治体
の生命の根源は主権のなかにある。立法権は国家の心臓
であり、執行権はすべての部分に運動を与える国家の頭
脳である11⽜と言う。
国家の心臓である立法権が崩壊したら国家は解体す
る。頭脳が麻痺しても執行権が機能しないが国家は行き

続ける。国家にとって立法権が最も重要であることがわ
かる。それを担っているのが主権者としての市民なので
ある。
⑺ 立法者（Législateur）とはいかなる存在か
ルソーは、前述したように、人民が一般意思に導かれ
政治体＝国家を形成し、その構成員＝人民だけが主権者
として立法権を有すること、また、人民は立法権だけし
かもてないことをも明らかにしている。ルソーは、その
点を次のように述べている。

法律とは、本来社会的結合の諸条件以外の何ものでもない。
法律に従う人民が法律の作成者でなければならない。社会の
諸条件を規定する権限は、結合している人々だけである。し
かし、彼らはどのようにして規定をつくるのだろうか。……
個々人は幸福がわかっていても、これを退け、公衆は、幸福
を欲しても、両者とも等しく導き手が必要なのである。
……12。（⽝社会契約論⽞、P61-62）

ルソーは、⽛法律に従う人民が法律の作成者でなけれ
ばならい13⽜と断定しているが、現実には、その能力、見
識から見て可能であろうか。はたまた、人民同士の利害
関係に翻弄されないかと疑問を呈する。そこで登場する
のが、⽛立法者⽜である。立法者は⽛それぞれの国民に適
した最良の社会規範を発見するためには優れた知性⽜が
必要であり、⽛われわれ（人間）の幸福のために喜んで心⽜
を砕き、未来の栄光を展望するような知性をもっていな
ければならない。立法者は、まさに⽛神々というべき存
在⽜であり、あらゆる点で国家の天才でなければならな
い。法を起草するもの＝立法者は、何らの立法権を持た
ないし、持ってはならないのである。したがって、立法
者とは、主権者＝人民に提案すべき法律の起草者のこと
であり、起草者＝立法者が外国人であることは、ギリシ
アの大部分の都市や、近代イタリアの諸共和国は慣習に
なっていた。
以上がルソーの⽛立法者14⽜について考え方であり、主
権者の権力＝立法の権力との相違点である。ルソー自
身、1764 年⚘月、コルシカ独立運動のビュッテフォコ大
尉の依頼を受けて⽝コルシカ国制案⽞を起草している。
また、1770 年ヴィエルホルスキーの依頼で⽝ポーランド
統治論⽞を執筆した。このようにルソーは、自らの立法
者論を実践しているのである15。
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10同上書、P139。
11同上書、P134。

12この引用の前半は、⽛⚒．ルソーのアソシアシオン論の特徴⽜で
の引用の⚗に相当する。

13ルソー⽝社会契約論⽞第⚒篇第⚖章⽛法について⽜ 白水社 P61。
14 ⼦立法者⽜については、マルクスの⽝ユダヤ人問題によせて⽞と
の関連で改めて取り上げる。本論文⽛Ⅲ．⚓．⑵⽝ユダヤ人問
題によせて⽞と⽝社会契約論⽞⽜、P16-19。

15永見文雄⽝ジャン＝ジャック・ルソー 自己充足の哲学⽞勁草書房
2012 年、P331-335、参照。
小林淑憲⽛⽝社会契約論⽞は普遍理論だろうか？⽜⽝北海学園大学
学園論集⽞第 132 号（2007 年⚖月）、北海学園大経済学部、参照。



樋口陽一氏によると、日本国民も、外国人たちによる
法の起草という出来事を⚒度経験しているのである。
⽛民法典の最初の起草にあたってのギュスターヴ・ボ
アソナード（Gustave Boissonade）の役割がそうであり、
とりわけ、⽝外国人たち⽞が 1946 年憲法内容を準備し、
それを国民が日本ではじめての女性を含む普通選挙を通
して承認したものです16⽜と述べている。
いずれも⽛外国人⽜を介して、法の普遍的な諸原則の
必然的な力を見ることができるのである。
前者は⽛19 世紀後半の⽝文明諸国⽞の法原則であり⽜、
後者は⽛⽝20 世紀の二度にわたる言語に絶する悲哀を人
類に与えた戦争の惨害⽞（国連憲章前文）を乗り越えて再
生した法原則である⽜と述べている。前者は後発の近代
的国家＝日本の成立に当たって、⽛日本近代法の父⽜と呼
ばれたフランスのギュスターヴ・ボアソナードによる民
法体系の確立であり、後者は平和的民主主義国家＝日本
の確立のための憲法草案の提示である。このようにル
ソーの⽛立法者⽜論が今日の日本の法体系の中にも生か
されているのである。時代をへだてているが、ルソーの
⽛立法者⽜論の有効性がうかがえる。
⑻ 政府と政治形態
⽝社会契約論⽞の第⚓篇では、君主政、貴族政、民主政
などの政府形態について言及している。これまでの第⚑
篇、第⚒篇の原理論的展開とは違い、政府の具体的なあ
りようが展開されている。
最初に政府とは何か、国家における政府の位置づけに
ついて述べている。
立法権は人民に属して、これに反し執行権は、立法権
あるいは主権者としての人民一般には属しえないのであ
る。政府は⽛一般意思の導きのもとにこれを行使し、国
家と主権者との間の連絡を営む適当な機関が必要であっ
て、……その代行機関にすぎない17⽜。同じ箇所でさら
に、⽛政府とは何か⽜と問い、それは⽛臣民と主権者との
間に、相互の連絡のために設けられ、法の執行と社会的
及び政治的自由の維持とを任務とする中間団体であ
る18⽜。
つまり、政府とは人民が一般意思によって契約を結び、
主権者として立法権を行使するとともに、臣民として国
家にたいする義務を負うのに必要な代行機関＝中間団体
なのである。
この団体の構成員は、⽛行政官または国王⽞＝支配者と
呼ばれ、団体全体は統治者（Prince）という名称を持つ。

主権者である人民が統治者に執行権を委託し、統治者は、
人民の主人公ではなく単なる主権者の使用人であり、公
僕に過ぎないのである。主権者の一般意思から逸脱し
て、統治者が特殊意思を実行使用とした場合には社会的
結合は消滅し、国家は解体してしまうので、いつでも主
権者は⽛この権力を思いのままに制限し、変更し、取り
戻すことができる19⽜。
以上のようにここにはルソーの国家における政府の関
係が描かれている。国家が主体であり、政府は中間団体
であり、従属体である。国家の担い手である主権者の人
民が主人公であり、政府の統治者である行政官や国王は
使用人であり、公僕に過ぎず、いつでも解任することが
できるのである。
次にルソーは政府形態として、民主政、貴族政、君主
政の⚓種類をあげている。
財政基盤から見て、⽛君主政は富裕な国民にのみに適
し、貴族政は富においても大きさにおいても中位の国家
に適し、民主政は小さな貧しい国家に適する20⽜と述べ
ている。
民主政は、政府を全員か大多数の人民に委託し、行政
官としての人民が一般の市民よりも多い政府形態であ
る。貴族政は少数の行政官が多数の人民が統治してい
る。君主政または王政は、政府全体を一人の行政官の手
に集中させて統治する。民主政は小国に、貴族政は中規
模の国に、大国に適している。さらにこれらの単一政府
の統治方法は厳密には現実に存在せず、これらが合わ
さった混合政府として統治することが多いと指摘してい
る。またルソーは、君主政には否定的であるが、貴族政
については、財産にある程度の不平等があるという限定
付きではあるが好意的に評価している。またルソーは民
主政については、⽛真の民主政は、かつて存在したことが
なかったし、これからも決して存在21⽜しないだろし、
⽛民主政もしくは人民政体ほど、内乱、内紛など起こりや
すい政府はない22⽜と断言し、さらに神々からなる人民
ならば、⽛人民は民主政治を持って統治⽜するが、⽛これ
ほど完璧な政体は人間には適しない23⽜と明言している。
意外にも民主政については否定的であるは、当時の人民
に対する不信と、当時の時代の制約が読み取れる。
⑼ 市民宗教の果たす役割
第⚔篇の最後に宗教について言及している。既存の三
種類の宗教を述べた後、市民宗教について言及している。

― 18 ― 北海学園大学大学院経済学研究科研究年報 第 17 号(2017 年 3 月)

16樋口陽一⽛第⚒章 国家法家としてのルソー、または⽝社会契
約論⽞副題の意味すること⽜永見文雄ほか編⽝ルソーと近代 ル
ソーの回帰・ルソーへの回帰⽞風行社、2014 年、P215。

17ルソー⽝社会契約論⽞、P88。
18同上書、P89。

19同上書、P89。
20同上書、P120。
21同上書、P102。
22同上書、P103。
23同上書、P104。



純粋に市民的な信仰告白が必要であり、その箇条を定める
のは主権者の役目である。この箇条は厳密には宗教の教義と
してではなく、それなくしてはよい市民にも忠実な臣民にも
なりえないような社会性の感情として定められるのである。
主権者は、それを信じることを何びとにも強制することはで
きないが、それを信じない者は誰であっても、国家から追放
することが出来る。主権者は、彼を不信心な人間として追放
しうるのではなく、非社会的な人間として、法と正義とを誠
実に愛することのできない人間として、また、必要のさいに
自己の生命を義務のために捧げることのできない人間とし
て、追放しうるのである。もし、この教義を公に是認したあ
とで、それを信じないかのように振舞う者があれば、彼は死
をもって罰せなられるべきである。彼は最大の罪を犯したの
だ。法の前で偽ったのだ。（ルソー⽝社会契約論⽞、P210）

この市民〔＝国家〕宗教の教義は、単純で数少なく、説明や
解釈なしで、的確に表現されなければならない。強く、賢く、
悲哀に満ち、予見し配慮する神の存在、来世、正しい者の幸
福、悪人への懲罰、社会契約及び法律の神聖性、これらが積
極的な教義である。消極的な教義については、私はそれをた
だ一つに留める。それは不寛容である。不寛容は、われわれ
が排除した諸宗派に属するものである。（同上書、P211）

上記のように⽝社会契約論⽞の最後に市民宗教をもっ
てきているのには、人民による公共の福祉を目指して一
般意思に基づく結合した政治体の結成するルソーの理論
からいうと奇異に感じられるであろう。しかし、ルソー
の市民宗教には人民による精神的集合体的政治体を実現
するためには、市民宗教に依拠することなしには不可能
であるという思いがこめられているのではないか。契約
に基づく政治体＝国家が出来ても、これまでの歴史や現
実の人民の様子を見て、国家の混乱や人民の堕落は防げ
ないし、契約に基づく政治体の維持は不可能であると感
じていたのではないか。つまり、構成員そのものに全幅
の信頼がもてず、やはり最後は市民宗教の教義である⽛強
く、賢く、慈愛に満ち、予見し配慮する神の存在、来世、
正しい者の幸福、悪人への懲罰、社会契約および法律の
神聖性24⽜に頼るほかはないのであろう。現存するキリ
スト教をはじめとした既存の宗教の堕落を批判し、結合
した社会の構成員に⽛それなくしてはよい市民にも忠実
な臣民にもなりえないような社会性の感情として定めら
れるのである25⽜として市民宗教を要求する一文からも
明らかである。
これは、18 世紀に入り、政治主体で公的理念を追求す
る市民（citoyens）と現実的で私的利潤を追求する商工
業者（ブルジョワ）の台頭による両者の乖離による政治
的共同体と市民社会の分裂の危惧に際していたためでは
ないかと思われる。
次節では、⽝社会契約論⽞におけるアソシアシオンに焦
点をあてて言及する。

⚒．ルソーのアソシアシオン論の特徴
⑴ ⽝社会契約論⽞において association はいかに使用
されていたのか

①ルソーが association の概念をどのように使用して
いたのかを跡付けることによって association の意
義や国家論での位置づけが明確になるであろう。
小林氏によると、⽝社会契約論⽞における、associa-
tion の使用箇所は、第⚑篇で⚕箇所、第⚒編で⚕箇所、
第⚓篇で⚓箇所、第⚔編で⚑箇所、合計 14 箇所で使用
されているということである。特に第⚑篇第⚖章⽛社
会契約について⽜、第⚒篇第⚓章⽛一般意思はあやまる
ことはあるか⽜に集中している（以下の引用の⽛⚒⽜、
⽛⚖⽜）。
なお、第⚑篇の⚑箇所は association ではなく、
union が使用され、association と同じ訳語である⽛結
社⽜が用いられている。
②⽝社会契約論⽞における association の使用箇所例
ルソーがどのようなところで、どのような意味で
association を使用しかたを検証するために、煩雑では
あるが、全てを網羅的に引用しておく。なお、associ-
ation にかかわる訳語は下線で強調した。

⚑ 群集を服従させることと、一つの社会を統治することと
のあいだには、どこまでいっても大きな違いが残るだろう。
ばらばらな人々が、次々にただ一人の人間の奴隷にされる
とき、それがどれほど多数であっても、そこに見られるの
は、主人と奴隷だけであって、人民とその首長ではない。
それは集合と言ってもよいが、結社（association）ではな
い。そこには公共の福祉もなければ政治体もない。たとえ
一個人が世界の半分を奴隷化したとしても、この人はやは
り一人の個人にすぎず、他の人々の利益から切り離された
彼の利益は、やはり私的利益にすぎない。（ルソー⽝社会契
約論⽞、P25）

⚒ 各構成員（de chque associé）の身体と財産とを、共同の
力のすべてを捧げて防衛し保護する結社形態（de chque
associé）を発見すること。そして、この結社形態は、それ
を通して各人がすべての人と結びつきながら、しかも自分
自身にしか服従せず、以前の同じように自由なままでいら
れる形態であること⽜。これこそ根本的な問題であり、社
会契約がそれに解決を与える。
この契約で諸条項は、その結社行為の本性そのものから

導かれているので、少しでも修正すれば、無意味で無効に
なってしまう。（同上、P27）
※ 構成員は associé の訳語である。以下同様である。
但し、membre の訳語の場合もある。その都度、表記
してある。

⚓ そのうえ、この譲渡は保留なしに行われるので、結合
（lʼunion）はこのうえもなく完全であり、どの構成員（as-
socié）も、もはや要求するものを何一つ持たない。なぜな
ら、もし、諸個人に何らかの権利が残されるとすれば、彼
らと公衆〔＝人民〕とのあいだにたって裁きをつけること
ができるような共通の上位者はだれもいない以上、各人は
ある点で自分自身の裁判官であることになり、やがては、
あらゆることについて裁判官であることを主張するように
なるからである。そうなると、自然状態が存在するように
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24同上書、P211。
25同上書、P211。



なり、結社（Iʼassocation）は必然的に圧制的になるか、空虚
なものとなるだろう。（同上、P28）
※ 作田訳〔白水文庫版〕では、結合を association とし
ているが、lʼunion の訳である。

⚔ この結社行為（acte d ‘association）は、直ちに各契約者の
個々の人格に代わって、一つの精神的で集合的な団体を生
み出す。その団体は、〔これを設立する〕集会の有する投票
権と同数の構成員からなり、この同じ結社行為から、その
統一、その合同の自我、その生命、その意思を受ける。（同
上、P29）

⚕ 結社行為（acte d ‘association）は、公衆〔＝人民〕と個々
人との間の約束を含むこと、また各個人は、いわば自分自
身と契約しているので、二重の関係で―すなわち、主権
者の構成員（membre）としては個々人に対して、国家の構
成員（membre）としては主催者に対して―約束してい
ることである。（同上、P30-31）

⚖ 部分的結社（des associations partielles）である徒党が大
結社（de ces associations devient）〔＝政治体〕を犠牲にし
てつくられると、これらの部分的結社の各々の意志は、そ
の構成員（membres）に対しては一般的であるが、国家に
対しては特殊的になる。その場合には、もはや人々と同じ
数の投票者があるのではなくて、部分的結社と同じ数の投
票者があるにすぎなくなると言えよう。差の数が減少する
と、その結果として一般性の程度も減少する。ついには、
これらの結社の一つが非常に大きくなって他のすべての結
社を圧倒するようになると、結果は、もはやさまざまのわ
ずかな差の総和があるのではなく、ただ一つの差だけがあ
る、ということになる。そうなれば、もはや一般意志は存
在せず、勝利を占める意見は、特殊な意見であるにすぎな
い。（同上、P47）

⚗ 法律とは、本来社会的結合（de Iʼassociation civile）の諸
条件以外の何ものでもない。法律に従う人民が法律の作成
者でなければならない。社会の諸条件を規定する権限は、
結合している人々だけに属する（quʼà ceux qui sʼasso-
cient）。（同上、P61）

⚘ この団体の構成員（a les membres）は、行政官また国王、
すなわち支配者と呼ばれ、またこの団体全体は統治者
（prince）という称号を持つ。だから、人民が首長に服従す
る行為は、決して契約ではない、という人たちの主張は、
誠に理にかなっている。この〔契約〕行為は厳密に言えば
委任もしくは雇用にすぎないのであって、首長は主権者の
単なる役人として、主権者から委託された権力を、主権者
の名において行使しているのであり、主権者は、この権力
を思いのまま制限し、変更し、取り戻すことができる。と
いうことは、このような権力の譲渡は、社会体の本性とは
両立せず、結社（Iʼassocation）の目的に反するからである。
（同上、P88-89）

⚙ 政治的結社（lʼassociation politique）の目的は何か。それ
は、その構成員（demembres）の保存と繁栄である。では、
構成員（membres）が保存され、繁栄していることの、最
も確かな特徴は何か。それは、彼らの数であり、人口であ
る。（同上、P127）

10 国家には、ただ一つの契約しかない。それは結社の契約
（cʼest celui de Iʼassocation）であって、この契約しかないと
いうことから、他のどんな契約も排除される。前者〔＝社
会契約〕の侵犯とならないような、他のいかなる公共の契
約も想像することはできない。（同上、P149）

11 全員一致の同意を〔成立にあたって〕必要とする法は、
その本性からいって、ただ一つしかない。それは社会契約
である。なぜなら、市民の結合（lʼassociation civil）は、あ
らゆるもの中で最も自発的な行為だからである。いかなる
人間も生まれながらにして自由であり、自己自身の主人で
あるから、何びとも、彼の同意なしには、そんな口実の下
でも彼を服従させることはできない。奴隷の息子は生まれ
ながらに奴隷だと決めてしまうことは、彼が人間として生
まれたのではないと決めてしまうことである。（同上、
P162）

⑵ ルソーはアソシアシオンをどのようにとらえてい
たか

⑴でアソシアシオン概念に関わる全ての文章を引用し
たが、これを手がかりにルソーのアソシアシオンの特徴
をまとめてみる。
① アソシアシオンは、一つの精神的で集合的な結社
団体
アソシアシオンとは、各構成員の身体と財産とを、
共同の力のすべてを捧げて共同の目的（公共の福祉＝
幸福、自由、平等）を獲得するために、各人が自発的
に政治体と契約を結ぶ社会なのである。各人はすべて
を政治体に差し出すことによって同じ立場でその構成
員の保存と繁栄そして自由を獲得する（⚒を参照）。こ
の譲渡は例外なく行われるので、一部特定の人に権利
が残ることはなく、契約によって人民は、主権者とし
ての市民として平等に立法権を行使し、臣民として国
家に義務を果たす（10 を参照）。そこには、すべての人
民が対等な個人として政治的に結びつき、一つの精神
的で集合的な結社団体であるアソシアシオンを形成す
るのである（⚔を参照）。これが、ルソーのアソシアシ
オンの構想である。
② 一般意思による契約にもとづく自由な各人民が主
体
ルソーの⽝社会契約論⽞の主体は、自由意思にもと
づく各人民である。人民が⽛社会契約⽜によって国家
を設立した目的は、生まれながらにしての自由（自然
的自由を差し出し社会的自由を獲得する）を損なうこ
となく、公共の福祉＝生命と財産を守るため、法的秩
序を築くことのである（11 を参照）。そのために人民は
⽛身体とすべての能力を共同のもの⽜として、人民の⽛一
般意思の最高の指揮⽜の下におくのである。後述する
ように、一般意思をもつ人民とはすべて平等で、自由
な政治的結合体＝国家の構成員なのである。しかし、
ルソーが目指す理念を掲げる抽象的で政治的な市民
（シトワイアン）としての人民と、現実的で利己的な商
工業者（ブルジョワ）としての人民との間に乖離が見
られてくるのである。
③ 最初の民会による全会一致による憲法制定
人民が社会契約を結び、立法権を獲得し、最初に行
う行為は、民会での憲法を策定することである。契約
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にもとづいた結社では、⽛一つの利害しかもたなかっ
たわけだから、人民は一つの意思しかもたなかったわ
け26⽜であり、それが一般意思であり、それにもとづい
て最初の民会では、全会一致で憲法を制定するのであ
る（11 を参照）。また、民会で選ばれた為政官は、人民
に執行権を委託された公僕として、立法＝法律にもと
づき、公共の福祉のために統治を行うのである。
④ 人民による執行権の委託と停止
政府を設立する行為は、⽛契約ではなく、一つの法で
あること⽜、執行権を委託された人々は、⽛人民の主人
公ではなく、その公僕であること⽜、人民は、⽛好きな
ときに、彼らを任命し、解任しうること⽜、公僕である
彼らにとって問題は⽛契約することでなく、服従する
こと⽜、彼らが国家から課せられた職務を引き受けた
場合、⽛ただ市民としての義務を果たしている⽜に過ぎ
ず、⽛どんな権利も持っていないこと27⽜と、政府の行
政官の位置づけと任務が明快に述べられている。

以上のようにルソーのアソシアシオン論は、⽝社会契
約論⽞における国法の諸原理の中核的な概念であり、⽝社
会契約論⽞の核心そのものであり、人民の社会福祉を実
現するための人民による政治的結合体（アソシアシオン）
である国家を支える人民の一般意思に基づく理念である
ことがわかる。つまり、ルソーのアソシアシオンは、人
民による国家、法、政治レベルでの契約にもとづく結社
をめざしてことが明らかになった。
それでは、次にマルクスは未来社会の展望をなぜアソ
シエーションと呼んだのか、マルクスのアソシエーショ
ンの核心は何であるのかを見ていくことにする。

Ⅱ．マルクスのアソシエーション

⚑．マルクスのアソシエーション論の核心
⑴ アソシエーションがなぜ注目されるのか
① 未来社会をどう呼ぶのか
マルクスは、今ある資本主義社会を徹底的に分析し、
その胎内に宿している萌芽を発見したのである28。大
谷禎之介氏によると、マルクスはその新社会を共産主
義、社会主義ではなく、圧倒的に多くを⽛アソシエー
ション⽜（ドイツ語Assoziation フランス語 associa-
tion 英語 association〉と呼んでいるのである。これ
は前節⽛Ⅰ⽜で見たようにルソーや、イギリスやフラ

ンスの初期社会主義者たちによって理想社会を呼ぶと
きに用いられたのある。マルクスは、彼らのこの概念
を批判的に受け継ぐとともに、資本主義社会システム
の徹底的な分析の中で、未来社会の概念として理論的
に把握するとともに、初期マルクスから後期マルクス
まで一貫してその内容を豊かにしながら、この語を最
も多く使用したのである29。
田畑稔氏も、大谷氏同様、マルクスが未来社会を⽛ア
ソシエーション⽜として一貫した視点で把握している
ことを、代表的事例で提示している30。
それでは、これまで世界中で未来社会の呼称として
共産主義や社会主義が多用され、マルクスが重要視し
たアソシエーションがなぜ一般化しなかったのであろ
うか。
② アソシエーションが一般化しなかった理由
田畑氏は、⽛なぜ、アソシエーションは一般化しな
かった⽜と問い、その理由を⚒点あげている。第⚑は、
⽛基本的にはマルクスの死後、社会主義・共産主義の運
動の主導的方向が、社会主義・共産主義の運動方向が、
歴史的諸条件に制約されて、実践面でも理論面でも国
家集権的性格を持ち続けた31⽜ためとしている。まさ
に現存社会主義の前に思考停止状態になったのであ
る32。第⚒は、日本特有の訳語問題である33。訳語の不
統一が見られ、概念としての統一性が欠落していたた
めに、アソシエーションが明確な概念として取り扱わ
れていなかったと指摘している。田畑氏は、⽝マルク
ス・エンゲルス全集⽞（大月書店版）から多くの訳語例
を取り出している。それらのいくかを記すと次のとお
りである。協同すること、協同組合、協同団体、共同
的結合、共同社会、結合、結合社会、結合体、連合、
連合社会、連合体、結社、協会、組合、連帯、団体等々。
このように association の訳語が多様なために、一つ
の概念として定着しなかったのである。
③ kombiniert と assoziiert とのちがい
さらに訳語の問題では、両氏から重要な問題が指摘
されている。それは kombiniert と assoziiert との訳

ルソーのアソシアシオン論とマルクスのアソシエーション論 (野口) ― 21 ―

26ルソー⽝社会契約論⽞、P161。
27同上書、P152。
28大谷禎之介⽛第⚘章 資本主義はソシエーションを懐妊し産み
おとす⽜⽝マルクスのアソシエーション論⽞、桜井書店、P355-395。
大谷氏は、アソシエーション社会を懐妊に例えて理論化している。

29同上書、P169。 なお、マルクスの association、associirte の使
用例を同書で 37 項目も挙げて説明している。P57-74。

30田畑稔⽝増補新版 マルクスとアソシエーション─マルクスの再
読の試み─⽞、新泉社、2015 年（初版 1994 年）、P23-26。

31同上書、P26。
32大谷氏も現存社会主義は本来の社会主義ではなく国家資本主義
と規定している。⽛いわゆる⽛現存社会主義⽜は、国家資本主義
と呼ばれるべき資本主義であって、マルクスが⽝ゴータ綱領批
判⽞で言う⽛共産主義の第一段階⽜でも、それへの過渡期でのな
いと考えている⽜⽝マルクスのアソシエーション論⽞、桜井書店
P33。氏は、同書の⽛第Ⅱ部 ソ連の社会は⽛社会主義⽜だった
か⽜（P277-309）で詳細に論述している。

33同上書、P26-33、参照。



語の混乱である。大谷氏の見解の結論だけを述べる
と、マルクスは⽛kombiniert という語を、ほとんどもっ
ぱら、⽝結合された⽞という受動的な意味に用い、……
⽝結合〔行動、連合〕した⽞という能動的な意味では使
わなかった34⽜と指摘し、kombiniert の主体は⽛能動
的、主体的、意識的、自覚的に⽝結合する⽞主体にな
ることはない⽜と述べている。反対に⽛assoziiert ＝ア
ソーシエイトした⽜は、本来主体的、能動的な行為で
あるが、大月版をはじめ多く訳文はいずれも⽛結合さ
れた⽜と受動的に訳され、kombiniert と assoziiert と
の区別がついていないのである。そのため、⽛資本に
よって⽝結合された（kombiniert）労働者⽞は、社会的
な生産過程のもとで⽝訓練され、結合され、組織され
る⽞ことによって自覚的な⽝労働者階級⽞となり、必
然的に⽛アソーシエイトした（assoziiert）労働者たち⽜
になって資本に⽛反抗⽜し、遂には⽝収奪者を収奪す
る⽞ことによって、アソシエーションに向かって前進
するのである。つまり、資本によって受動的に⽛結合
された⽜（kombiniert）労働する個人が、自らを主体的
に⽛アソーシエイトした⽜（assoziiert）労働する諸個人
に転化するのである。こうして⽝アソーシエイトした
諸個人⽞が資本主義的生産様式に置き換えるのが、⽝ア
ソーシエイトした労働の生産様式⽞であり、これを基
礎にするのが⽝アソシエーション⽞35⽜社会である。こ
のようなマルクスの核心的理論を理解できず、アソシ
エーションを新社会としての重要な概念として定着さ
せてこなかったのである。kombiniert と assoziiert と
の訳語の明確な区別ができなかったため、assoziiert
の能動的、主体的意義を適切に訳すことができなかっ
たため、アソシエーション社会の意義を理解できな
かったのである。
以上のように両氏の指摘は、内容的にも文法的にも
いずれも適切に論証されており、首肯できるものであ
る。
なお、田畑氏は、第⚓の問題点として、⽛マルクス⽝ア
ソシエーション⽞論に光があたらなかった〈理論的な〉
理由として大きいのは、⽝社会的編成（die gesell-
schaftliche Gliederung）⽞とか⽝社会的生活過程（der
soziale Lebenporß）⽞というマルクスのカテゴリーを、
われわれは⽝読み⽞ながら⽝読め⽞ていなかった36⽜こ

とについて、詳細に論じている。しかし、ここでは指
摘にとどめておく。
⑵ 資本主義社会の胎内に新社会を懐妊している37

新社会であるアソシエーションは、資本主義の内的発
展の中から産み出される社会である。つまり、資本主義
社会はその胎内に新社会を宿しているのであり、その胎
児が⽛アソシエーション⽜として成長発展するのである。
このように、マルクスは新社会の誕生を比喩的に妊娠に
なぞらえて表現している。旧社会が新社会を産み落とす
のは、⽛市民社会⽜という抽象的な観念ではなく、社会的
諸関連のなかにいる生きた人間、労働する諸個人によっ
てつくりだされる社会なのである。つまり、労働する諸
個人、自覚的なアソーシエイトした労働する諸個人が変
革主体として生産活動のなかからアソシエーションの萌
芽を産み出すのである。

⑶ 未来社会＝アソシエーションは、資本主義社会シ
ステムの矛盾において発展する

上述のように、マルクスは、新しい社会＝未来社会を
アソシエーション（association）と呼び、現実の資本主
義的生産様式自身の内的矛盾の発展のなかから必然的に
産み出される社会システムとした。大谷氏はその特徴を
次の⚓点に集約している。

第⚑に、資本主義的生産は、高度な生産力を打ち立てると
いう、その歴史的役割を果たすことによってそれ自身が生産
力の発展によっての制限となり、新たな生産形態によって
とって代わらざるをえなくなる、……。
第⚒に、資本の文明化傾向とマルクスが呼んだ、資本主義

に内在する必然性である。すなわち、資本は世界市場の創造
と全面的交通と全面的な相互依存関係とを発展させ、歴史を
世界史に転化させ、……労働する個人を普遍的な世界人に発
展させることによって、ここから出てくるのは、共産主義革
命は本質的に世界革命であるほかはない……。
第⚓に、この変革は人間によって、労働する諸個人によっ

て実現される以外にはないのであって、したがってこの変革
の必然性というもの、労働する諸個人の意識におけるこの制
限の自覚の必然性と、その帰結である労働する諸個人の革命
的行動の必然性とを含む、……。資本主義そのもののなかで、
一方では労働する諸個人が、資本主義的生産、具体的には科
学的過程としての大工業における生産の担い手として、次第
に、全面的に発達した個人なっていくこと、他方では彼らが、
次第に、世界的に連帯した諸個人としての自覚を発展させる、
……。（大谷禎之介⽝マルクスのアソシエーション論─未来
社会は資本主義のなかに見えている─⽞桜井書店 2011 年
P28-29）

大谷氏の第⚑の指摘は、マルクスの⽛社会的労働の諸
生産力の発展力は、資本の歴史的任務であり、歴史的存
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34大谷禎之介、同上書、P201。なお、大谷氏は同上書の第⚓章⽛⽝ア
ソーシエイトする⽞とはどういうことか⽜（P169-217）で詳細に
論証している。assoziiert は、他動詞⽛結合された⽜ではなく、
再起動詞の過去分詞であり、能動的である。

35同上書、P214。⽝資本論⽞第⚑部第⚗篇第 24 章第⚗節⽛資本主
義的蓄積の歴史的傾向⽜を想定して記述している。

36田畑稔、同上書、⽛⚓⽝社会的編成⽞論と⽝アソシエーション⽞⽜。
P33-48 参照。

37大谷禎之介⽛第⚘章 資本主義はソシエーションを懐妊し産み
おとす⽜⽝マルクスのアソシエーション論⽞桜井書店 P355-395。
本論文 P14 の注⚑でも述べたが、大谷氏はこの論文で⽛新社会
の懐妊⽜ついて詳細に述べている。



在理由である。まさにそれによって、資本は無意識のう
ちにより高度な生産形態の物資諸条件をつくり出す38⽜
に該当しており、資本主義の使命である社会的生産力の
発展を狂気のように最大限に拡張し、その使命達成と同
時にその限界により、新たな生産様式による未来社会を
つくり出すことを描いている。
第⚒の指摘は、マルクスの⽛文明化作用⽜論である。

⽛資本がはじめて、市民社会〔ブルジョア的社会〕を、そ
して社会の成員による自然及び社会的関連それ自体の普
遍的取得を、つくりだすのである。ここから資本の偉大
な文明化作用〔the great civilising of capital〕が生じ、資
本による一つの社会段階の生産が生じるのであって、こ
の社会段階に比べれば、それ以前のすべての段階は、人
類の局

ㅡ

地
ㅡ

的
ㅡ

諸
ㅡ

発
ㅡ

展
ㅡ

として、自然崇拝〔Naturidolatrie〕と
して現われるにすぎない39⽜。資本の果たす役割を前時
代と比較しながら、グローバルな発展＝世界市場への展
望を指摘するとともに、文明化の弊害も取り上げている。
第⚓の指摘は、その変革主体についてである。それは、
大工業による全面的発達した、世界史的諸個人としての
自由な諸個人なのである40。
ここには、マルクスの共産主義＝アソシエーションの
理論的内容の核心が述べられている。何よりも社会的生
産力の巨大な発展が資本・賃労働という生産関係ではコ
ントロールが出来ないほどの生きた矛盾をかかえてお
り、この生産力の発展は、資本主義の内在的必然性をもっ
て世界市場への拡大と、労働の主体であり変革の主体で
ある全面的に発達した諸個人たちを大量に生み出したの
である。世界規模での生産・流通の拡大は、地域を越え、
国家を超えて広がるとともに、労働するする諸個人の地
球規模での連帯も深まり、アソシエーションを拡大進化
させるのである。

⚒．未来社会をどう描いたのか
⑴ 自由な諸個人によるアソーシエイトした労働
大谷氏は、⽛生産様式と社会システムとは同じもので
はなく、社会システムとしての資本主義社会と、その社
会の基礎となり、この社会の質を規定している生産様式
としての資本主義的様式とを区別することが必要であ
る41⽜。と述べている。社会システムは、社会の土台であ
る経済的側面と、それに規定され、制約された法的、政
治的、イデオロギー的側面等々を含んでいる。マルクス
は、アソシエーションという社会システムのもとでの生

産様式を⽛アソーシエイトした労働の生産様式⽜、⽛アソー
シエイトした生産様式⽜と呼んでいる。
ルソーは、いわゆる上部構造である、法的、政治的側
面＝国家論から市民社会（資本主義社会システム）を見
ているのにたいして、マルクスは、社会の土台である資
本主義的生産様式から資本主義社会システムをみている
のである。さらにマルクスは、資本主義的生産様式に内
在する萌芽ともいうべきアソーシエイトした労働の生産
様式が産み出されることを発見したのである。
ここでは、未来社会での自由な諸個人によるアソーシ
エイトした労働は如何なるものかを考えてみる。マルク
スの資本主義把握は、労働に基づく実践的把握であり、
対象の生きた矛盾の把握である。この視点は、のちに見
るルソーのアソシアシオン論と対比する場合に重要な観
点になる。
大谷氏は、次の⚕点にまとめている42。
第⚑に、労働する諸個人が、主体的、能動的、自覚的
にアソーシエイトして行う労働である。人格依存的社会
での経済外的強制からの解放、さらには資本・賃労働関
係における経済的共生から生まれる労働である。
第⚒に労働する諸個人が彼らのアソーシエイトした生
産した社会的生産物によって自らの欲求＝必要を充たす
ために行う労働である。私的労働にたいする社会的労働
としてあらわれる。
第⚓に、アソーシエイトした諸個人が全生産過程を自
分で管理のもとに置き、全生産を共同して意識的・計画
的に制御する行為である。したがって私的生産による無
計画な商品生産が消滅していなければならない。
第⚔に、多数の労働する諸個人の協業として行われる
社会的労働である。
第⚕に、主体として労働する諸個人が自然を自らの普
遍的対象として、自らの協働によって自然を全面的に制
御する実践的行為、すなわち、生産過程への科学の意識
的適用である。
換言すれば、アソーシエイトした労働は、私的労働に
対立し、かつ個人的労働を社会的労働として実現し、個
人的労働と社会的労働が媒介されることによってアソシ
エーションが形成される過程であり、この労働によって、
アソーシエイトした諸個人は、社会的生産全体を自らの
管理下に置き、それを自分たちの共同の能力として、共
同的に制御することによって、社会的労働の生産力を発
展させ、生産過程を科学的過程に転化させるとともに、
諸個人の個性を全面的に発展させるのである。
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38マルクス⽝資本論⽞第⚓部、P439。
39マルクス⽝資本論要綱⽞⽝資本論草稿集⽞②、大月書店、P17-18。
40神山義治⽛第⚓章 世界市場のなかでの人間の発達⽜基礎経済
科学研究所編⽝未来社会を展望する─甦るマルクス─⽞大月書
店、2010 年、P59-75。

41大谷禎之介⽝マルクスのアソシエーション論⽞、2011 年、P326。 42同上書、P329-331。



⑵ 協同組合的な社会・株式会社はアソーシエイトし
た労働の生産様式への過渡形態

① ⽝資本論⽞第⚓部第 23 章⽛利子と企業利得⽜から
協同組合論を考える
第⚓部第 23 章では、主に資本主義的生産の最高の
発展による結果、株式会社が⽛所有と機能の分離⽜を
取り上げ、機能資本家が余計な者として生産過程から
退場していると述べている。協同組合工場では、そも
そも資本家と労働者の生産の内部での対立はなく、⽛資
本家が生産の機能者としては余計になったということ
を証明43⽜しており、これは、⽛資本家自身にとって、
最高の完成に達すれば、地主を余計だと思うの⽜と同
様の内容である。
さらに、第 23 章の株式会社論の中で機能資本家の
意識とはたらき、さらにはマネジャーとの関連で監督
賃銀について言及している。
⽛労働者の側での協同組合の発展、ブルジョアジー
の側での株式会社の発展につれて、企業利得と監督賃
銀との混同の最後の口実の足場とられてしまう。
……44⽜
ここでは、監督労働が産業マネジャーによって行わ
れることによって、彼に監督賃銀が支払われるため、
機能資本家は企業利得＝他人の不払労働を得ていたこ
との正当性を失うのである。
② ⽝資本論⽞第⚓部第 27 章⽛資本主義的生産におけ
る信用の役割⽜から協同組合論を考える
協同組合制度を株式会社と対比することにその存在
意義を明らかにするため、有井行夫氏の株式会社論を、
確認しておく。
⽛第⚓部 27 章の株式会社通過点論は、第⚑部第 24
章の資本主義的蓄積の歴史的傾向論に呼応する。両者
とも資本の⽛自己批判⽜の形態である45⽜。さらに、⽛マ
ルクスの株式会社論は、取得法則の転回論、歴史的傾
向論と同様完成された私的所有（矛盾）を理論的尺度
とする。違いは、歴史的傾向論の矛盾が視線転換に
よって現象するのにたいして、株式会社論では矛盾が
形態化している46⽜ので、株式会社において完成され
た私的所有とは、⽛所有と機能の分離⽜であるとし、⽛所
有と機能の分離⽜論は、⽛生産に無関心な私的所有の抽
象的本性の実現であり、一方では株主とて、他方では、
労働者による労働者の搾取、敵対的自主管理として形

成化し、株式会社という同一場面において、生産的実
態の欠落した人格性と人格性の欠落した社会的生産と
が相互批判を行いながら、結局、分裂的に具体化して
いる資本のシステムを自己批判している。つまり、株
式会社における人格的個別と株式会社における物象的
普遍を批判している47⽜と整理している。
有井行夫氏の理論は、難解ではあるが、ここでは株
式会社が、信用制度の発展のもとで、株主＝貨幣資本
家の取得と、他人の労働＝不払労働による取得を否定
しているものであり、資本主義システムの存在理由＝
その正当性を否定していることを主張している。
株式会社の⽛所有と機能の分離⽜論と通過点論を改
めて整理すると、
第⚑に、株式会社は、資本主義の最高の発展過程に
おいて、私的個別的諸資本では困難だった諸企業が、
株式会社の出現によって、生産規模の巨大化が可能な
会社企業（社会的企業に）になるのである。つまり、
信用制度の下で、株式会社は、私的個別諸資本の限界
を突破して、私的資本の対立物である社会的資本に転
化するのである。株式会社は、資本主義的生産様式そ
のものの限界内での、私的所有としての資本の止揚で
あり、株主所有（＝社団）という特殊な私的所有への
転化なのである。さらに、株式会社は、⽛所有と機能の
分離⽜によりその存在理由、正当性が破綻していくの
である、資本主義的生産様式そのものの限界内での、
私的所有としての資本の止揚である（消極的止揚では
あるが）。
第⚒に、株式会社では、⽛所有と機能が分離⽜により、
監督労働をマネジャーが行うために、機能資本家が余
計な人格となり、貨幣資本家同様に生産過程から退場
するのである。
マルクスは、さらに監督労働について考察を深め、
新しい課題を提起する。機能資本家は、資本の機能全
般を自らが担い、生産過程から退場した貨幣資本家に
たいし、⽛骨折り⽜の行為をもって、自らの正当性を主
張する。しかし、この監督労働の新たな担い手があら
われるのである。そこで、機能資本家は、再生産過程
において、自らが担っていた機能を労働市場で見つけ
たマネジャーに担わせることにより、資本からその機
能を分離され、余計な人格となり、生産過程から退場
を余儀なくされるのである。まさに、機能資本家の正
当性が失われるのである。
第⚓に、マルクスは、信用制度にもとづく株式会社
を、資本主義的生産様式の最高の発展過程ととらえ、
さらには資本主義的形態を止揚する通過点ととらえて
いる。
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43マルクス⽝資本論⽞第⚓部、P656。
44同上書、P657。
45有井行夫⽛第⚘章 マルクス株式会社論における人格の陶冶⽜
基礎経済科学研究所編⽝未来社会を展望する─甦るマルクス─⽞
大月書店、2010 年、P184。

46同上書、P184。 47同上書、P185-186。



株式会社においては、機能が資本所有から分離され、した
がって労働も、生産諸手段及び余労働の所有から全く分離さ
れている。資本主義的生産の最高の発展のこの結果こそ、資
本が生産者たちの所有に、ただし、もはや個々ばらばらな生
産者の私的所有としての所有ではなく、結合した生産者であ
る彼らの所有としての、直接的な社会的所有者としての所有
に、再転化するための必然的な通過点である。他方では、そ
れは、これまではまだ資本所有として結びついていた再生産
過程上の全ての機能は、結合された生産者たち48の単なる諸
機能に、社会的諸機能に、転化するための通過点49である。
（マルクス⽝資本論⽞第⚓部、P453）。

この通過点論＝過渡形態論は、資本主義社会から
未来社会への移行を考えるうえで、株式会社だけで
なく協同組合にとっても重要な理論となる。
協同組合はどのような発展を遂げるのか、株式会
社論と対比しながら、煩雑ではあるが、両者の特徴
を明らかにするために⽝資本論⽞第⚓部第 27 章から
関連するところを引用してみよう。

資本主義的生産そのものは、指揮の労働が資本所有から全
く分離されて、街頭でいつでも手に入るまでにした。それゆ
え、この指揮の労働が資本家によって行われることは無用に
なっている。……最高の発展をとげた資本家自身が、大土地
所有者を余計であるとするのと同じように、資本家が生産の
機能者として余計になったということは、協同組合工場がこ
れを証明している（同上書、P400）〔注 下線は引用者による。
以下同様〕。

監督賃銀は、商業的マネジャーに対するそれも産業的マネ
ジャーにたいするそれも、企業利得から全く分離されたもの
として現われるのであり、このことは、労働者の協同組合に
おいても資本主義的株式企業においても同様である。企業利
得からの管理賃銀の分離は、他の場合には偶然的に現われる
が、ここでは恒常的である。協同組合工場の場合には、監督
労働の対立的性格はなくなる。というのは、マネジャーは労
働者によって支払われるのであって、労働者たちに対立して
資本を代表するのではないからである（同上書、P401）。

古い形態の内部では、労働者たち自身の協同組合工場は、
古い形態の最初の突破である―それらはもちろん、どこで
も、それらの現実の組織においては、既存の体制のあらゆる
欠陥を再生産し、また再生産せざるを得ないのであるが、し
かし、これら協同組合工場の内部では、資本と労働の対立は
止揚されている―たとえ最初には、労働者たちが組合とし
て彼ら自身の資本家であるという、すなわち、生産手段と彼
ら自身の労働の価値増殖に使用するという、形態において過
ぎないとしても、これらの工場は、物質的生産諸力の、およ
びこれに照応する社会的生産諸形態の一定の発展段階におい
ては、如何にしてある生産様式からある新たな生産様式が自
然に発展し形成されるかを示す。資本主義的生産様式から発
生する工場制度がなければ、協同組合工場は発展しえなかっ
たであろうし、またこの生産様式から発生する信用制度がな
ければやはり発展しなかったであろう。信用制度は、資本主
義的私的企業が資本主義的株式会社に漸時的に転化するため
の主要な基盤をなすのと同じように、多かれ少なかれ国民的
な規模での協同組合企業の漸次的拡大の手段を提供する資本

主義的株式企業は、協同組合企業と同様に、資本主義的生産
様式から結合的生産様式への過渡形態とみなされるべきであ
るが、ただ対立が、前者では消極的に止揚され、後者では積
極的に止揚されるのである（同上書 P456。）。

協同組合工場の内部においては、機能資本家は最初か
ら存在せず、資本家が行っていた機能は、組合員（労働
者）が労働市場からマネジャーを雇って指揮監督労働を
行わせ、生産が行われている。ここで支払われる監督賃
銀は、企業利得から分離して支払われる。監督労働を担
うマネジャーの労賃は労働者によって支払われているの
である。マネジャーの賃銀が高いのは、養育費がかかる
からである。また、資本主義的企業とは違って階級対立
は止揚され、監督労働の階級的性格はなくなっている。
監督労働は、指揮労働として社会的労働過程での機能の
みがおこなわれ、資本家の機能として剰余価値生産を直
接の目標とした外的、強制的がなくなるので、労働者た
ちの自己疎外の意識は、徐々に解消する方向に向かうの
である。しかし、商品生産が行われて、市場も存在し、
私的労働と社会的労働の対立の解消がなされていないの
で本来の過渡期では、まだ完了しない。資本によって外
的に⽛結合された労働⽜から自由な諸個人の⽛アソーシ
エイトした労働⽜の転換が迫られている。そのためには、
諸協同組合が狭い地域に限られている組織ではなく、全
国で一つのアソーシエイトした組織＝協同組合的社会の
確立が必要である。また、この社会を守るため、資本家
階級や地主階級の反撃に対抗する国家権力が必要であ
る。個々の協同組合を発展させれば自動的に未来社会＝
アソシエーションができあがるわけではない。
また、ここでマルクスが展開している協同組合は、あ
くまでも生産協同組合であって、消費協同組合ではない。
資本主義的企業においては、機能資本家は生産過程か
ら退場したが、資本の支配を担うマネジャーが労働する
諸個人の自己矛盾としての労働を担うことによって、生
産現場では⽛労働者による労働者の搾取⽜が行われてい
るのである。
このため、資本主義的株式企業も協同組合企業もいず
れも実質的には生産過程には資本家は存在せず、資本主
義的生産様式から結合的生産様式への過渡形態とみなさ
れるのであるが、階級対立が、協同組合企業においては
⽛積極的に止揚⽜され、株式会社企業においては⽛消極的
に止揚⽜されるのである。
以上、マルクスの協同組合論を概括してみたが、改め
て全体を整理してみると、
第⚑に、マルクスは、労働の社会的生産力の最高の発
展、信用制度と株式会社の発展のなかで、労働者階級が
実質的生み出した協同組合を⽛偉大な実験⽜と呼び、未
来社会やその生産様式に⽛協同組合的⽜を冠して、⽛生産
手段の共有にもとづいた協同組合的社会⽜、⽛協同組合的
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48 ‘der assoziierten Produzetenʼであるから⽛アソーシエイトした
（結合した）労働者たち⽜の訳の方がよい。
49 ‘Durchgangspunkt（通過点）̓は、マルクスの草稿にはなく、エン
ゲルによる挿入。大谷禎之介氏による。



生産様式⽜と表現している。これはなぜか。協同組合工
場には、資本家が存在せず、したがって、資本と労働の
対立的性格もなく、不払労働による搾取が存在せず、自
由で平等なさまざまな層の労働者たちだけで生産が可能
になっているからである。
第⚒に、資本主義的生産様式のなかから必然的に生ま
れ最も発展した組織である株式会社との対比でもわかる
ように、株式会社が資本・賃労働の対立を⽛消極的に止
揚⽜し、協同組合工場がその対立を⽛積極的に止揚⽜す
るとし、資本主義的生産様式から結合的生産様式への過
渡形態とみなされるべきだとマルクスは考えている。た
だし、マルクスは、両組織そのものが未来社会の生産組
織そのものだとは断定はしていない。
なお、マルクスは、1864 年（ロンドン）、⽛国際労働者
協会創立宣言50⽜と、1866 年（ジュネーヴ）、⽛暫定中央評
議会代議員への指示（⚕協同組合運動)51⽜を起草してい
る。協同組合運動について重要な記述があるが、ここで
は指摘だけに留める52。
これまでルソーのアソシアシオン論とマルクスのアソ
シエーション論をそれぞれ見てきた。次章では両者のア
ソシエーション論の関連を取り上げてみる。

Ⅲ．マルクスはルソーのアソシアシオン論から
何を発見したか

⚑．⼦クロイツナハノート⽜より
Ⅱで見たようにマルクスは資本主義的生産様式の発展
過程のその内部において未来社会＝アソシエーションの
萌芽形態を見出し、独自のアソシエーション論を確立し
た。そこで、アソシエーション論の形成過程を若きマル
クスにまで遡って、マルクスがどのようなにしてアソシ
エーション論を築き上げてきたのかを見ていくことにす
る。若きマルクスの思想形成で重要な時期は、青年ヘー
ゲル派との出会いであろう。マルクスは文学から哲学批
判、そして、宗教批判から政治学批判、さらには経済学
批判と研究領域を進化させていったのである。マルクス
はヘーゲル哲学をはじめ国家論、宗教論を自らの理論的
＝思想的中核として学んでいくが、真の人間的解放を目
指す上で、ヘーゲルの思想的体系に批判的にならざるを
得なかった。この過程の中でルソーの思想との出会いが

あり、彼から多くの影響を受けたのである。有能な若き
マルクスの人物像の一端を垣間見ることのできる、青年
ヘーゲル派のモーゼス・ヘスの手紙がある。

彼はまだ非常に若く、せいぜい 24 歳くらいだが、中世的な
宗教と政治に最後に一撃を加えるでしょう。彼はもっとも深
い哲学的なまじめさともっとも辛辣な機知とを結び合わせて
います。ルソー、ヴォルテール、ドルバック、レッシング、ハ
イネ、ヘーゲルを一身に、つなぎ合わせるのではなくて、統
合したような人物を想像してみてください。それがマルクス
博士なのです。（1841 年⚙月⚒日のアウエルバッハ宛の手
紙53）

若きマルクスの多様で才能豊かさと意志の強さが描か
れていると同時に、ヘーゲルとともにルソーの思想を自
らのものにしていることがうかがえるものである。
若きマルクスは、1843 年クロイツナハで抜粋ノートを
作成し、諸国の歴史、国家論・国家制度について集中し
て抜粋している。その年の⚘月にはルソーの⽝社会契約
論⽞からの詳しい抜粋が行われている。
ここでは、マルクスが⽝社会契約論⽞から抜粋した箇
所で、ルソーのアソシアシオン論に絞って検討すること
にする。特に、マルクスから⽝社会契約論⽞の中でどの
ようなことを重視したかを検討することにする。

⚒．抜粋箇所から見えるもの
⽛クロイツナハノート⽜におけるルソーの⽝社会契約論⽞
からの抜粋は、1843 年 MAGA 第Ⅳ部門第⚒巻に 11
ページにもわたって書かれている。全 97 箇所から抜粋
されている（第⚑篇 25 か所、第⚒篇 43 か所、第⚓篇 28
か所、第⚔篇⚑か所）。association に関する個所はほぼ
抜き書きされている。強調箇所はあるが、マルクスのコ
メントは⚑か所もないため、マルクスの考えを明確に伺
い知ることは出来ない54。
マルクスの⽛クロイツナハ抜粋ノート⽜から associa-
tion を含む文章を提示しておく。

⚑ ⽛各構成員（de chque associé）の身体と財産とを、共同の
力のすべてを捧げて防衛し保護する結社形態（une forme
dʼassociation）を発見すること。そして、この結社形態は、
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50マルクス⽛国際労働者協会創立宣言⽜（ロンドン 1864 年）⽝マル
クス・エンゲルス全集⽞第 16 巻、大月書店、P3-11。

51 マルクス⽛暫定中央委員会代議員への指示⚕共同組合運動⽜
（ジュネーヴ 1866 年）⽝マルクス・エンゲルス全集⽞第 16 巻、大
月書店、P194-195。

52筆者は札幌唯物論研究会 2014 年度第⚓回研究会で⽛⽝資本論⽞
における協同組合論の位置づけ⽜を報告する。2015 年⚓月⚗
日。

53 A. コルニュ、W. メケル著 武井勇四郎訳⽝モーゼス・ヘスと初
期マルクス⽞未来社、1972 年、P32-33。同書注 16（P46）には、
⽛この手紙はツィロシィチによって全面的にAGSA.jg..X(1922)
S.411f. に収録された。さらに MEGA,11/2.S. 260f. に転載され
た。（HB.S. 79f）⽜と書かれている。

54長山雅幸⽛マルクスの思想形成と⽝社会契約論⽞―⽛クロイツナ
ハ・ノート⽜ルソーの抜粋の意義―⽜⽝商学論集⽞第 56 号第⚒号、福
島大学経済学部 1987 年 12 月、P128。長山氏は⽛抜粋のほかに
は、内容整理のためのごく簡単なコメントと欄外の線引きが僅
かにあるだけ⽜と記している。



それを通して各人がすべての人と結びつきながら、しかも
自分自身にしか服従せず、以前の同じように自由なままで
いられる形態であること⽜。これこそ根本的な問題であり、
社会契約がそれに解決を与える。（MEGA、4/2、S.91、ル
ソー⽝社会契約論⽞、P27）

⚒ 諸個人に何らかの権利が残されるとすれば、彼らと公衆
〔＝人民〕とのあいだにたって裁きをつけることができる
ような共通の上位者はだれもいない以上、各人はある点で
自分自身の裁判官であることになり、やがては、あらゆる
ことについて裁判官であることを主張するようになるから
である。そうなると、自然状態が存在するようになり、結
社（lʼassociation）は必然的に圧制的になるか、空虚なもの
となるだろう。（MEGA、4/2、S.92、同上、P28）

⚓ この結社行為（cet acte dʼassociation）は、直ちに各契約
者の個々の人格に代わって、一つの精神的で集合的な団体
を生み出す。その団体は、〔これを設立する〕集会の有する
投票権と同数の成員からなり、この同じ結社行為（cet acte
dʼassociation）から、その統一、その合同の自我、その生命、
その意思を受ける。……。（MEGA、4/2、S.92、同上、P29）

⚔ 部分的結社（des associations patielles）である徒党が大
結社（de ces associations devient）〔＝政治体〕を犠牲にし
てつくられると、これらの部分的結社の各々の意志は、そ
の構成員に対しては一般的であるが、国家に対しては特殊
的になる。その場合には、もはや人々と同じ数の投票者が
あるのではなくて、部分的結社と同じ数の投票者があるに
すぎなくなると言えよう。（MEGA、4/2、S.94、同上、P47）

⚕ 法律とは、本来社会的結合（de Iʼassociation civile）の諸
条件以外の何ものでもない。法律に従う人民が法律の作成
者でなければならない。社会の諸条件を規定する権限は、
結合している人 （々quʼà ceux qui sʼassocient）だけに属する。
（筆者注 抜粋なし）（MEGA、4/2、S.96、同上、P61）

ほぼ、ルソーの⽝社会契約論⽞に記載した association
に関するところと同じである。しかし、残念ながら、⽛抜
粋ノート⽜にはマルクスによるルソーの association へ
の見解は書かれておらず、⽝社会契約論⽞についても同様
である。ただマルクスは association をほぼ抜粋してい
たので、association に着目していたことは明らかであ
る。またルソーもマルクスも共通して理論的核心部分に
association をもちいて表現しており、マルクスがルソー
の association を学んでいることは想像することができ
る。しかし、他の抜粋個所も幅広く抜き書きしているの
で、その特徴は正確には把握できなかった。

⚓．⽝ヘーゲル国法論批判⽞と⽝ユダヤ人問題によせて⽞
若きマルクスは、⽝ライン新聞⽞の編集長を退いたあと、

⽛みずからの立場の基礎の一部としていたヘーゲル法哲
学批判の根本的枠組批判（国家間や法の理念）を徹底的
検討しなおそうとする55⽜。43 年に、⽝社会契約論⽞から

の抜粋56を終えた後、1843 年夏に覚書⽝ヘーゲル国法論
批判⽞を書き、44 年に⽝ユダヤ人問題によせて⽞、⽝ヘー
ゲル法哲学批判序説⽞、⽝経済学・哲学草稿⽞、⽝ミル評註⽞
を執筆している。この時点で、マルクスは唯物論的に
ヘーゲル批判を確立した。
⑴ ⽝ヘーゲル国法論批判⽞と⽝社会契約論⽞
⽝ヘーゲル国法論批判⽞では、ルソーについて直接言及
してないが、⽛真の人民主権⽜など何らかの形でのルソー
の⽝社会契約論⽞からの理論的反映が見られることは確
かであろう。関連するであろうとところを引用してみる
ことにする。マルクスは、新社会を言及する上で最も重
要な最初の文献である⽝ヘーゲル国法論批判⽞では、ヘー
ゲルの政治的国家と市民社会との二元論を批判し、両者
の⽛分離⽜は、人間社会における対立的矛盾であると捉
えている。さらに、君主制に対比する形で民主制を提起
している。

もともと国民が全体的なものなのであるが、君主制におい
てはこの全体的なものとしての国民はそれの定在諸様式の一
つである政治的体制のもとへ包摂されており、民主制におい
ては体制そのものはただ国民の一つの規定、しかも自己規定
としてのみあらわれる。われわれは君主制において体制の国
民をもち、民主制において国民の体制をもつ。民主制はあら
ゆる体制の謎の解かれたものである。ここでは体制はたんに
即自的、本質的にのみならず、また現存的、現実的にも、それ
の現実的根拠である現実的人間、現実的な国民のなかにつね
に連れ戻されている人間自身、国民自身の業として定立され
ている。体制は人間の自由な産物というそれ本来のあり方に
おいてあらわれる。（⽛ヘーゲル国法論批判⽜⽝マルクス・エン
ゲルス全集⽞第⚑巻、大月書店、P263）

ヘーゲルは国家から出発して、人間を主体化された国家た
らしめ、民主制は人間から出発し、国家を客体化された人間
たらしめる。宗教が人間を創るのではなくて、人間が宗教を
創るように、体制が国民を創るのではてなくて、国民が体制
を創る、ある点では民主制と爾余のあらゆる国家形式との間
柄は、キリスト教徒と爾余のあらゆる宗教との間柄のような
ものである。キリスト教の勝義の宗教、宗教の本質、神化さ
れた人間が一つの特殊な宗教としてあるあり方である。同様
に民主制はあらゆる国家体制の本質、社会化された人間が一
つの特殊な国家体制としてあるあり方であり、それと爾余の
国家体質との間柄は、類とそれの諸々の種との間柄のような
ものあるが、……。人間が掟のために在るのではなく、掟が
人間のために在るのであり、掟は人間的定在であるのにたい
して、他の国家諸形式においては、人間が掟的定在である。
これが民主制の根本的相違点である。（⽛ヘーゲル国法論批
判⽜⽝マルクス・エンゲルス全集⽞第⚑巻、大月書店、P263-
264）

マルクスは、ここで民主制においては、⽛体制は自己規
定⽜として現れ、現実的根拠である⽛現実的人間、国民⽜
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56⽝社会契約論⽞の抜粋は、⽛クロイツナハノート⽜といわれる⚕冊
の抜粋ノートの⽛Ⅱ⽜と記載されているノートに書かれている。
詳細は、長山雅幸⽛マルクスの思想形成と⽝社会契約論⽞―⽛ク
ロイツナハ・ノート⽜ルソーの抜粋の意義―⽜⽝商学論集⽞第 56 号第⚒
号、福島大学経済学部 1987 年 12 月、P127-129 に記載されてい
る。

55都塚登⽛訳者解説⽜⽝ユダヤ人問題によせて ヘーゲル法哲学批
判序説⽞（カール・マルクス著）、岩波書店、1974 年、P169。



に連れ戻され、体制は⽛人間の自由な産物⽜となると捉
える。また民主制では、⽛人間から出発⽜し、民主制は⽛社
会化された人間⽜が⽛国家体制を創り⽜、⽛一つの特殊な
国家体制⽜であるという。さらに、⽛掟が人間のため⽜で
あり、⽛掟は人間の定在ある⽜というのである。
それに対して、ルソーによると、各構成員一人ひとり
つまり諸個人が一般意思にもとづき契約を結んで結社
（association）を結成し、この結社を通して⽛各人が全て
の人と結びつき⽜ながら、⽛自分自身しか服従⽜せず、⽛以
前と同じ自由のまま⽜でいられるのが、⽛結社行為⽜であ
るであり、⽛社会契約⽜なのである。
両者を比較してみると、主体たる人間＝社会化された
人間をはじめ、体制が⽛人間の自由の産物⼧＝各人が全て
の人と結びつき⽛以前と同じ自由のまま⽜、⽛掟は人間の
ため⼧＝各個人が自分の意思で契約を結ぶなどとそれぞ
れ対応していることが見て取れ、マルクスがルソーの⽛ア
ソシアシオン⽜論を意識していることが明らかである。
またマルクスは⽛身分制と代議制⽜を考察する中で次
のように述べている。

政治的諸身分を社会的諸身分に変え、そのためにキリスト
教徒が天国にあっては平等で、地上にあっては不平等である
ように、個々の国民が彼らの政治的世界の天国であっては平
等で、社会の地上的生活にあっては不平等となるようにした
のは、歴史の一進歩である。政治的諸身分の市民的諸身分へ
の本来の転化は絶対王制において行われた。官僚制は国家の
内なるさまざまな国家を向こうにまわして統一の理念にもの
をいわせた。それにも関わらず絶対的統治権の官僚制となら
びさえして、諸身分の社会的区別は一つの政治的区分をやめ
なかった。それは絶対的統治権の官僚制の内部での、そして
官僚制と並ぶ政治的区別だったのである。フランス革命が始
めて政治的諸身分の社会的諸身分への転化をやり遂げた。換
言すれば、市民社会の諸々の身分別を単に社会的と言うだけ
の区別にしたのである。政治的生活と市民社会の分離はこれ
でもって完了していたのである。
（⽝マルクス・エンゲルス全集⽞第⚑巻、大月書店、P319-320）
（注 下線は引用者による）

ただ特徴的なのは無産の状態と直接的労働、具体的労働の
身分とは、市民社会の一つの身分をなすよりもむしろ土台を
なし、市民社会の諸サークルはその上にのっかり、その上で
動くという点のみである。
（⽝マルクス・エンゲルス全集⽞第⚑巻、大月書店、P320）

マルクスは、商品生産が拡大的に浸透し、資本主義社
会が生成発展するなかで、中世社会の人格的依存関係や
政治的身分が否定され、封建制社会が解体し、市民社会
は私的所有をもとづく労働を土台に、⽛個人的自由意志
を原理とする動的な、固定的でないサークル⽜として出
来上がり、⽛金と教養が主な標識である57⽜という社会の
到来をとらえている。資本に先行する諸社会＝⼦古い市

民社会⽜は、国家と直接的同一性のままであった。つま
り、⽛市民社会の諸身分なるものと政治的意義における
諸身分は同一58⽜であったのであり、それは⽛市民社会が
政治的社会であったからであり、市民組織の原理が国家
の原理であったからである59⽜と考えた。例えば⽛財産
とか家族とか労働の様式とかのような、市民生活の諸要
素は、領主権、身分、職業集団といった形で、国家生活
の要素まで高められていた60⽜ように、市民社会と国家
との直接的同一性と捉えるのである。マルクスによる
と、近代市民社会は、この国家との直接的同一性を分離
させるために、政治的解放によって国家を解体すること、
つまり政治的解放は⽛人民から疎隔された国家制度が、
つまり支配者の権力が、よってたつところの、古い社会
の解体である。政治的革命は、市民社会の革命である61⽜
と述べ、古い社会の性格は何かと問い、ずばり封建社会
と答えている。しかし、ルソーの時代ではいまだ⽛私的
所有にもとづく労働を土台⽜とする認識には完全には達
していなかったのである。そこでは、抽象的原理として
の人民による一般意思による社会契約に基づくアソシア
シオン社会を構想したのである。
⑵ ⽝ユダヤ人問題によせて⽞と⽝社会契約論⽞
マルクスは、⽝ユダヤ人問題によせて⽞の中で⽛政治的
人間の抽象化をルソーが次のように描いているのは正し
い⽜と述べ、ルソーの⽝社会契約論⽞を詳細に引用して
いる。この引用箇所は、⽝クロイツナハノート⽞の抜粋と
マルクスの強調箇所もほぼ同じであり、抜粋ノートをも
とに書かれたものと思われる62。

一つの人民に制度を与えようとあえて企てるほど人は、い
わば人

ㅡ
間
ㅡ
性
ㅡ
（筆者注 強調はマルクス）を変えることが出来ると

いう確信を持っていなければならない。それだけで一つの完
全で孤立した全体を成している各個人を、この個人にある意
味で生命と存在を与えるいっそう大きな全体の一部に変

ㅡ
え
ㅡ

（筆者注 強調はマルクス）、人間の本質を強化するためにこれを
変質させ……身体的、独立的な存在を、部

ㅡ
分
ㅡ
的
ㅡ
（筆者注 強調は

マルクス）、精神的存在に置き換える。……立法者は人間から
その固有の力を取り上げ、それに代えて、これまで無縁であっ
た力、他人の援助がなければ使用できない力を与えなければ
ならないのである。自然的な能力が死滅してゆくにつれて、
それだけ新たに得た力が大きく、永続的となり、その制度も
また堅固で完全なものになる。それゆえ、各市民が、他の市
民のすべての援助がなければ、単独では何ものでもなく、ま
た何ごともできず、そして、全体によって獲得された力がす
べての個人の自然的な力の総和に等しいか、あるいはそれよ
りも大きい場合、立法はそれが到達しうる最高の完成度にあ
ると言える。（⽝マルクス・エンゲルス全集⽞第⚑巻、大月書
店、P406）
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57マルクス⽝ヘーゲル国法論批判⽞（1843 年）、⽝マルクス・エンゲ
ルス全集⽞第⚑巻、大月書店、P320。

58同上書、P310。
59同上書、P311。
60同上書、P311。
61同上書、P404。
62長山雅幸⽛マルクスの思想形成と⽝社会契約論⽞―⽛クロイツナ
ハ・ノート⽜ルソーの抜粋の意義―⽜⽝商学論集⽞第⚕号第⚒号、福
島大学経済学部 1987 年 12 月、P140-141。



ここの箇所は、ルソーが何を言い、マルクスがルソー
の見解（⽛政治的人間の抽象化⽜）をなぜ正しいと言った
のかについて論争になっているところである。そこで、
主要な論者である平田清明氏と田畑 稔氏の見解を取り
上げ、私見を述べることにする。尚、田中吉六氏は、⽛ル
ソーを⽝政治的人間の抽象化⽞と描くマルクスの誤り⽜
という独自の立場を展開していることを指摘してお
く63。
①平田清明氏の見解
⽛市民社会派マルクス主義者64⽜である平田氏は、著
書の注65でマルクスが引用した上記のルソーの文章の
中の⽛固有の力⽜は⽛マルクス的コミュニスムの一思
想66源泉をなすもの⽜であると指摘し、⽝社会契約論⽞
の長文の引用で、特に⽛自己自身の生活で完全だが孤
独の一全体であるところのおのおのの個人を、この個
人が自己の生活と自己の生存を何らかの仕方で享受す
るところの、より大いなる一全体に、転化させるこ
と67⽜の箇所について、マルクスは、⽛これが問題だと
ルソーがみなしていることに、ふかい注意をはらって
おります⽜と、平田氏は述べている。さらに⽛ルソー
こそが、契約にもとづく民主的国家における社会的人
間の抽象化を批判的に指摘した人物である68⽜と肯定
的に評価している。はたしてそうであろうか。この点
については、⽛③筆者の見解⽜のところで改めて検討す
る。
平田氏は、マルクスとの関連で、次のように述べて
いる。⽛マルクスのコミュニスムが、このルソー的な
個体＝コミューン思想のうえに立っていること⽜は明
白であり、⽛⽛政治的人間の抽象化⽜をルソーからまな
んで、マルクスが彼のコミュニスムを展開したことに、
かさねて注意を喚起したい69⽜と強調している。筆者
も基本的には同意するが、より正確に言えば、⽛マルク
スのアソシエーション⽜であり、⽛ルソーのアソシアシ

オン思想⽜であるのが適切である。

②田畑稔氏の見解
田畑氏によると、⽛マルクスは的確に見抜いている
ように、この文章は、ルソーの⽛アソシアシオン契約⽜
の（共同意志を形成しようとする当事者たちに対して有してい
る）内在性が、あくまで形

ㅡ

式
ㅡ

的
ㅡ

内在性にとどまってお
り、実

ㅡ

質
ㅡ

的
ㅡ

超越性を不可分にともなうものであること
を、如実に示している70⽜と、マルクスの指摘を肯定的
に述べている。その根拠をルソーがここで述べている
のは⽛立法者⽜であり、ルソーにとって⽛立法者⽜は
⽛神々⽜のような超越性を要請され、彼が起草し人民に
共有されるべき⽛法⽜が、⽛アソシアシオン契約⽜当事
者たちにとっても大いなる超越性を有しており、した
がって、ルソーは⽛人民⽜ないし⽛市民⽜は、⽛政治的
な人間はという抽象⽜を表現するのにとどまった⽜と
マルクスが指摘したと述べている。
さらに田畑氏は、マルクスはルソーと⚒点で自己区
別しようとしていると整理する71。
第⚑は、⽛⽛経験的生活⽜や⽛個人労働⽜や⽛個人的
諸関係⽜の中で、⽛市民社会⽜という形態で編成されて
いる生活世界の中で、諸個人が⽛類的存在者⽜となら
なければならないのである。マルクスにとっては、⽛政
治的解放⽜と⽛人間的解放⽜との決定的分岐点であっ
た72⽜と言う。
第⚒は、⽛マルクスは、ルソーが人間の⽛固有の諸力⽜
を個々人が⽛自身だけ完全かつ孤立せる全体者⽜であ
りうる⽛諸力⽜、⽛身体的独立的生存⽞を自分だけで維
持する⽛諸力⽜すべきだとも主張している73⽜と言うの
である。
以上の諸点について、筆者も基本的に肯定できると考
える。⽛③筆者の見解⽜でも詳しく述べるが、マルクスが
ルソーの見解（⽛政治的人間の抽象化⽜）をどう理解した
かという点、⽛政治的解放⽜の限界と真の⽛人間解放⽜と
の関係についての田畑氏の見解は評価できる。

③筆者の見解
ルソーはマルクスの引用した一文で何を述べようと
したのか。そして、マルクスはそこから何を学んだの
かを考えてみる。
マルクスが引用したのは、⽝社会契約論⽞第⚒篇第⚗
章⽛立法者について⽜である。ここでルソーは立法者
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63田中吉六⽝マルクスからルソーへ⽞農村漁村文化協会、1980 年、
P34-42。

64植村邦彦⽝市民社会とは何か─基本概念の系譜─⽞平凡社、2010 年、
P214-223。なお、植村氏は、平田氏が 1982 年の⽝経済学批判の
方法叙説⽞（岩波書店）で⽛マルクスの社会変革の理念が⽛市民
社会⽜ではなく⽛アソシアシオン⽜を認識⽜し⽛⽛市民社会派マ
ルクス主義⽜の中心人物自身が、〈市民社会論〉から離脱して⽛市
民社会⽜概念を修正し、⽛市民社会派⽜から⽛アソシエーショニ
スト⽜へと転回した⽜（植村邦彦⽝市民社会とは何か─基本概念の
系譜─⽞平凡社、2010 年、P251）と指摘している。

65平田清明⽝市民社会と社会主義⽞岩波書店、1769 年、P201-202。
66同上書、P202。
67マルクス⽝ユダヤ人問題によせて⽞（1843 年）⽝マルクス・エン
ゲルス全集⽞第⚑巻、大月書店、P406-407。但し、訳文は平田清
明氏の前著による。

68平田清明⽝市民社会と社会主義⽞岩波書店、1769 年、P202。
69同上書、P202。

70田畑稔、⽝増補新版 マルクスとアソシエーション─マルクスの再読
の試み─⽞新泉社、2013 年（初版本 1994 年）、P59。

71同上書、P60。
72同上書、P60。
73田畑稔、⽝増補新版 マルクスとアソシエーション─マルクスの再読
の試み─⽞新泉社、2013 年（初版本 1994 年）、P60。



の必要要件と、その資質について述べている74。立法
者は、⽛それぞれの国民に適した最良の社会規範を発
見するためには、優れた知性75⽜が必要であり、その知
性は、人間の情念を知り尽くし、人間の幸福のために
喜んで心を砕く、⽛神々⽜のような存在である。また、
立法者は立法権とは関わってはならないことも指摘し
ている。
次にマルクスの引用箇所を検討してみよう。なお、
訳文は作田訳〈白水社〉を用いている76。
第⚑に、立法者は、人民の⽛人

ㅡ

間
ㅡ

性
ㅡ

を変える力〈注
強調はマルクスによる〉⽜があり、その⽛人

ㅡ

間
ㅡ

性
ㅡ

⽜を変える
とは、⽛それだけで一つの完全で孤立した全体を成し
ている各個人⽜を、この個人に⽛生命と存在を与える
いっそう大きな全体の一部⽜に変え、⽛人間の本質を強
化するためにこれ（注 人間の本質）⽜を変質させ、⽛自然
から受け取った身体的、独立的存在⽜を、⽛部分的、精
神的な存在⽜に置き換えることなのである。つまり、
各個人がまだ社会契約をなしていない、バラバラで孤
立している状態から、各個人が一般意思にもとづいて
社会契約を結び、⽛一つの精神的で集合的な団体77⽜を
結成して、その規範たる法を制定した後には、人間が
本来持っている個々人の身体的、独立的存在、自然的
自由78を、集合体の部分的存在、精神的存在、社会的
自由、さらには道徳的自由へと発展させるようとする
のである。
第⚒に、ルソーがいう⽛固有の力⽜とは何かである。
ルソーによると、立法者は⽛人間からその固有な力を
取り上げ、それ（注 固有な力）を代えて、これまで無縁
あった力、他人の援助がなければ使用できない力79⽜
を与えなければならないのである。立法者は社会契約
のもとづく法を作成するにあたって、人間の固有の力
に代えて、これまで無縁であった力＝他人と共同でな
ければ使用できない力、つまり、社会契約による人民
の結合された力を与えるのである。以上のことから立
法者が取り上げた⽛固有の力⽜とは、人間が本来もっ
ている自然の力＝本性に違いないことがわかる。ル
ソーは、一般意思にもとづく社会契約によってこの⽛固
有の力⽜は失うが、社会契約のよって人民の結合した
意思によって、全体のよる力を獲得するのであると考

えるのである。
第⚓に、マルクスが、⽛政治的人間の抽象化をルソー
が次のように描いているのは正しい80⽜というのはど
ういうことであろうか。
ルソーがここで描いた人間は、社会契約によって結
合された人間であり、集合体の部分的存在、精神的存
在であり、社会的自由を獲得した人間である。つまり、
彼らは精神的で集合的な団体＝政治体を構成する市民
（citoyens）なのである。ルソーは、市民（citoyens）が
理性をもち、道徳的にも潔癖で、構成員全員の公共の
福祉を追求する理想の政治的社会を築くことを願って
いたのである。しかし、それを導くのが立法者であり、
田畑氏が指摘しているように、立法者は神々という超
越的存在であり、彼が起草した法に導かれる、⽛アソシ
アシオン契約⽜当事者＝市民（citoyens）自身も超越的
存在にならざるをえず、まさに抽象的人間として認め
られるのである。
また、マルクスは、ルソーからの引用の前の箇所で、
次のように書いている。⽛政
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治
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的
ㅡ
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たんに抽象的された人為的な人間であり、寓
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人としての人間であるに、市民社会の一員としての
人間は、その感性的・個別的・直

ㅡ

接
ㅡ

的
ㅡ

な
ㅡ

あり方におけ
る人間であるからである81⽜。つまりマルクスは、⽛市
民社会の一員としての人間〈ブルジョア〉⽜と区別して、
⽛政治的人間（citoyens）⽜は⽛抽象的された人為的な人
間⽜であると規定しているのである。
さらに、マルクスは、政治的解放とは、⽛一方では市
民社会の構成員への、利

ㅡ

己
ㅡ

的
ㅡ

な
ㅡ
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ㅡ

立
ㅡ

し
ㅡ

た
ㅡ

個人への、他
方では市

ㅡ
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ㅡ

（citoyens）への、法人への人間の還元であ
る82⽜と述べ、⽛人間的解放⽜を以下のように締めくくっ
ている。

現実の個別的な人間が、抽象的な市民を自分のうちに取り
戻し、個別的人間のままでありながら、その経験的な生活に
おいて、その個人的な労働において、その個人的な関係にお
いて、類的存在になったときにはじめて、つまり人間が自分
の⽛固有の力（forces propres）⽜を社会的な力として認識し組
織し、したがって社会的な力をもはや政治的な力の形で自分
から切り離さないときにはじめて、そのときにはじめて、人
間的解放は完成されたことになるのである。（⽝マルクス・エ
ンゲルス全集⽞第⚑巻、大月書店、P407）

以上のことからマルクスは、ルソーの⽛人民⽜あるい
は⽛市民⽜が⽛政治的人間という抽象⽜に止まっている
ことを批判し、真の人間的解放は、政治的革命によって
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74⽛立法者⽜については、本論文⽛⑺ 立法者（Légisteur）いかな
る存在か⽜（P7-8）で述べている。

75ルソー⽝社会契約論⽞、P163。
76同上書、P64。なお、マルクス⽝ユダヤ人問題によせて⽞（1843
年）⽝マルクス・エンゲルス全集⽞第⚑巻、P406、参照。

77同上書、P29。
78同上書、P35。ここで、⽛自然的自由⽜、⽛社会的自由⽜、⽛道徳的自
由⽜について取り上げている。

79同上書、P64。

80マルクス⽝ユダヤ人問題によせて⽞（1843 年）⽝マルクス・エン
ゲルス全集⽞第⚑巻、P406。

81同上書、P406。
82同上書、P407。



獲得した、政治的国家から分離した市民社会＝欲望と労
働と私権の世界そのものの中で、類的存在としての人間、
抽象的人間、政治的人間＝市民を取り戻し、現実的な個
人的人間が類的人間になることによって完成すると結論
付けたのである。つまり、マルクスのアソシエーション
には、ルソーのアソシアシオンにある⽛古い市民社会⽜
の⽛否定⽜の上に築かれた私的所有にもとづく近代市民
社会からの⽛真の人間的解放⽜が描かれており、そこに
は⽝資本論⽞の⽛否定の否定83⽜の思想が見られるのであ
る84。
そこで、平田氏の見解に立ち返ってみる。平田氏は、

⽛ルソーこそが、契約にもとづく民主的国家における社
会的人間の抽象化を批判的に指摘した人物である85⽜と、
ルソーは果たして⽛社会的人間〈citoyens〉を批判的に捉
えていただろうか。これまで見てきたように、マルクス
は、市民革命＝政治的革命を経るなかで、理性的で抽象
的な政治的な人間〈citoyens〉ではなく、現実的で利己的
な個人的人間〈ブルジョア〉を肯定的に評価し、彼らこ
そが本来の人間であると見たのである。しかし、ルソー
は、抽象的で政治的な人間〈citoyens〉が国家の規範的な
理念であるアソシアシオンの担い手として肯定的に見た
のである。両者の違いは、二人の資本主義社会の形成に
おける時代的違いが反映しているのではないか。

⚔．ルソーのアソシアシオン論とマルクスのアソシエー
ション論の共通点と相違点
改めてルソーのアソシアシオン論とマルクスのアソシ
エーション論を整理してみる。
人格的依存関係に基づく経済外的強制と政治的支配を
打ち破り、商品経済が広がり、資本主義的生産様式が形
成される前段階、つまりマルクスの表現を借りるならば
⽛直接的な形で政治的性格⽜をもった⽛古い市民社会86⽜
から解放の段階でのルソーのアソシアシオン論であり、
機械と大工業の発展による社会的生産力の高度化によ

る、自分の足で立つ、独自的な資本主義的生産様式の確
立段階でのマルクスのアソシエーション論なのである。
マルクスはルソーのアソシアシオンから何を発見したの
であろうか。そこで二人のアソシエーションの共通点と
相違点を探ってみる。
⑴ ルソーのアソシアシオンとは
人民（periple）が、一般意思にもとづいて契約を結び

⽛共同の力ですべてを挙げて防衛し保護する結社形態88

（＝アソシアシオン）⽜を形成し、市民（citoyens）として
主権を行使し、臣民として国家に義務を負うのである。
人民としての主権の行使は市民社会の主権者として民会
に参加し、全会一致で憲法を制定する立法権の行使と、
委託している政府形態と行政官の同意と解任行為であ
る。ルソーが目指していた理想社会は、理性ある市民
（citoyens）による一般意思に基づく自由で平等な結合体
であり、私的利益を追求するブルジョア的な政治体では
ないのである。このようにルソーはあくまでも国家・政
治レベルでのアソシアシオン社会を追求したのである。
⑵ マルクスのアソシエーションとは
資本主義社会システムの中の資本主義的生産様式内で
主体的能動的に労働する自由な諸個人のアソシエーショ
ンである。アソシエーションは、私的所有にもとづく私
的労働による私的生産の内部から資本の矛盾の展開の結
果として、その反対物である社会的所有にもとづく労働
する諸個人による社会的生産が生み出され、転化し、止
揚する過程なのである。そのとき、⽛資本主義的生産様
式の内部で、自
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が、
資本主義的生産様式に換えてアソーシエイトした労働の
生産様式を打ちたてるという目的を実現するために行
う、資
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なのである89⽜。
⑶ 両者のアソシエーション論の決定的な相違点
ルソーもマルクスも理想の社会を構築するために自立
した自由な諸個人の結合を問題にしている。したがっ
て、その結合に担い手が誰なのか。社会のどの側面での
結合を問題にしているのか。これら⚒点が二人のアソシ
エーション論の分岐点になるであろう。
①社会の担い手を誰に求めたか
ルソーのアソシアシオンの主体的な人間はどのよう
な人物なのか。ルソーはアソシアシオン社会の担い手
を自由な諸個人の結合でした主権者であり、分割も譲

ルソーのアソシアシオン論とマルクスのアソシエーション論 (野口) ― 31 ―

83マルクス⽝資本論⽞第⚑部第⚗編第 24 章、P1301。⽛資本主義的
生産様式から生まれた資本主義的取得は、それゆえ資本主義的
な私的所有は、自分の労働にもとづく個人的な私的所有の最初
の否定である。しかし、資本主義的生産は、自然家庭の必然性
をもってそれ自身の否定を生み出す。これは否定の否定であ
る⽜。

84田畑稔⽝増補新版 マルクスとアソシエーション─マルクスの再読
の試み─⽞、新泉社、2013 年（初版本 1994 年）、P61。 田畑氏によ
ると、ルソーもマルクスも、⽛アソシアシオン⽜以前のあり方を
否定するが、ルソーは⽛人間の本性⽜⽛固有の諸力⽞の〈否定〉
として了解するが、マルクスではこの〈否定〉は、⽛固有の諸力⽜
である⽛社会的な力⽜の⽛取り戻し⽜的展開として、〈否定の否
定〉と了解するとしている。たいへん参考になった。

85平田清明⽝市民社会と社会主義⽞、岩波書店、1769 年、P202。
86中川弘⽝マルクス・エンゲルスの思想形成─近代社会批判─⽞、創
風社、1997 年、P33。

87ルソー⽝社会契約論⽞、P163。
88大谷禎之介⽛⽝資本論⽞とアソシエーション⽜ 経済理論学会編
⽝季刊経済理論⽞第 53 巻第⚔号、桜井書店、2017 年⚑月、P59-
60。



渡も出来ない主体ととらえ、つまり、その担い手であ
る人民を社会契約にもとづく市民の集合体という抽象
的で理性的で政治的権威のある市民（citoyens）へと
高めようと願望するのである。しかし、現実の市民社
会の発展の中においては、私的でバラバラな商工業者
であるブルジョアジーが台頭せざるをえないである。
ここで、理性的で共同の利益を追求する市民と利己的
で私的利益を追求するブルジョアジーとの乖離のなか
で人民の結合する社会を追求したのである。
この点をマルクスは次のように指摘する。⽛現実の
人間は利
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の姿ではじめてみとめられる89⽜。
マルクスは労働する自由な諸個人が本源的な主体と
あり、生産を担う生きた具体的な人間であり、アソシ
エーション組織を彼らの主体的、能動的で自由な結合
であるととらえる。その主体は資本主義社会の⽛墓掘
り人90⽜のプロレタリアートであり、さらに新社会を
担っているアソーシエイトした諸個人による、真の人
間的解放のアソシエーションであるととらえるのであ
る。
このように二人のなかでは、社会を担う決定的な違
いがある。
②アソシエーションの舞台をどこに求めたか
ルソーのアソシアシオンは、政治体が主要な舞台で
あり、理想とした社会は、⽛欲望、私利、私権の世界⽜
＝市民社会ではなく、理性的で抽象的な政治的市民
（citoyens）からなる政治的社会に求めたのである。
マルクスのアソシエーションは、本論文⽛Ⅱ マル
クスのアソシエーション⽜からも明らかなように、主
要な舞台は、資本主義社会の質を規定する経済的側面
＝資本主義的生産様式であり、そこから、生み出され
る⽛アソーシエイトした生産様式⽜にもとづく未来社
会の形成過程である。ただし、経済的側面から政治
的・法的側面へ反映させるとともに、政治的・法的側
面からの経済的側面に働きかけ。社会的生産力の発展
により、最終的には、アソシエーション社会システム
が完成した段階では、政治的、総括的国家は静かに死
滅していくのである。

あ と が き

⚑．明らかになったこと
これまで述べてきた繰り返しになるが、順不同で整理

してみる。
第⚑に、ルソーのアソシアシオンは、人民が、公共の
福祉をめざし、一般意思にもとづき社会契約を結び、政
治体を構成する。人民は主権者であり、立法権を行使し、
民会において憲法を形成する。また、行政官に執行権を
委託して、政府の運営を行わせる。人民に行政官の解任
の権利がある。
ルソーは、ギリシアやローマの歴史的に先行する経験
から学び、スパルタをモデルにしながら近代市民社会の
政治体に生かしていった。アソシアシオンの担い手は人
民であり、政治的主体の市民（Citoyens）と勃興する経
済的主体の商工業者（ブルジョアジー）であるが、社会
の構成員である両者の乖離＝政治的国家と市民社会の分
裂が露呈する時代的条件の中で登場し、自由で平等な市
民が全員の利益を実現する政治共同体を理想として思考
したのである。ルソーの⽝社会契約論⽞には⽛古い市民
社会⼧＝封建社会を打ち破る市民が描かれているが、市
民社会（商品経済による商業社会）を生み出すが、それ
は私的所有を前提とした社会であり、貧困や不平等、疎
外を解決出来ない社会であり、真の人間解放にはいたら
なかったのである。
第⚒に、マルクスのアソシエーションは、アソーシエ
イトした生産様式から資本主義社会を見ているのであ
る。その実践的主体は、労働者階級から転化した自由で
労働する諸個人である。アソシエーション社会は、資本
主義的生産様式の内部から産み出されるので、その過渡
形態が重要な役割を果たすのである。
第⚓に、マルクスはルソーのアソシアシオンから学ん
だことは、⽛クロイツナハノート（1843 年）⽜の⽝社会契
約論⽞の抜粋を見ても明らかである。マルクスの理論は
ルソーやヘーゲルの国家論を乗り越え、19 世紀前半のイ
ギリスやフランスの初期社会主義運動、協同組合運動か
ら非国家的アソシエーションを理論的にも実践的にも学
び、⽝資本論⽞による経済的視点に立って資本主義的生産
様式を分析することにより、真のアソシエーション論に
到達し、未来社会の展望を切り開いた。若きマルクスが
それよりも早い段階でルソーの⽝社会契約論⽞の国家論
的視点からのアソシエーション論を学んでいたことはマ
ルクスのアソシエーションを豊かなものにするうえで重
要であった。

⚒．残された課題
第⚑に、ルソーのアソシアシオン論の原点ともいえる
ものはなにかである。ルソーは、だれから⽛アソシアシ
オン⽜を学び、その理論を構築したのか。その源流を明
らかにしたい。また、ルソーの他の幅広い著作、⽝告白⽞、
⽝エミール⽞、⽝山からの手紙⽞などからも学び、⽛アソシ
アシオン⽜の理解につながる文脈を見出したい。
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89マルクス⽝ユダヤ人問題によせて⽞（1843 年）⽝マルクス・エン
ゲルス全集⽞第⚑巻、P406。

90マルクス・エンゲルス⽝共産党宣言⽞〈1848 年〉⽝マルクス・エ
ンゲルス全集⽞第⚔巻、P487。



第⚒に、マルクスのアソシエーション論を⽝資本論⽞
だけでなく、⽝経済学批判要綱⽞、⽝ゴータ綱領批判⽞など
他の文献からも深めたい。また今回取り上げることので
きなかったオーエン、サンシモン、フーリエなど初期社
会主義者からどのように学んだのかを特に協同組合論的
視点、過渡期論的視点、未来論的視点などから追究して
みたい。そして、マルクスのアソシエーション論をル
ソーのような国家論的アソシアシオンと初期社会主義者
の協同組合論的なアソシエーション論とをどのように批
判的に取り入れ、さらに豊かで創造的なアソシエーショ
ン論を構築したのかを明らかにしたい。
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